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e
　
近
世
に
於
け
る
身
分
的
差
周
の
相
封
的
水
準
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
こ
＼
で
「
近
世
」
と
い
ふ
の
は
、
唐
戸
五
代
の
分
裂
の
後
に
、
宋
王
朝
に
よ
っ
て
中
華
が
再
び
統
一
さ
れ
た
十
世
紀
の
末
か
ら
、
遵
い

秩
序
が
崩
潰
し
始
め
た
十
九
世
紀
の
終
り
に
及
ぶ
、
ほ
穿
九
百
年
間
を
含
む
時
代
で
あ
る
。

　
一
八
四
〇
年
に
完
金
な
破
周
に
罫
書
し
た
阿
片
職
争
と
、
績
い
て
、
　
一
八
五
〇
年
の
匿
西
省
金
田
の
暴
動
に
始
ま
り
、
蘭
質
、
十
五
年

間
の
慢
性
的
な
反
磁
に
よ
っ
て
、
中
國
の
ほ
窟
十
六
省
を
兵
火
の
中
に
包
ん
だ
太
李
天
國
革
命
蓮
動
と
は
、
満
洲
王
朝
の
威
儒
を
根
本
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
へ

ら
ゆ
さ
ぶ
り
、
患
い
秩
序
に
く
さ
び
を
打
ち
こ
む
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
徐
々
に
近
代
化
へ
の
道
が
開
け
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
一
般
に
歴
史
に
於
い
て
は
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
閉
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
新
た
な
時
代
が
開
か
れ
て
を
り
、
爾
者
を
戯
然

と
翫
湿
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
は
既
に
前
者
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
を
お
も
む
ろ
に
明
確
に
し
蛮
展
さ
せ
て
ゆ
く
、

　
　
　
　
「
譲
書
人
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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折
繍
墨
刃
研
究
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六
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九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

長
い
緩
や
か
な
前
奏
曲
が
、
主
題
に
先
立
っ
て
展
寵
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
＼
に
「
近
世
」
と
云
ふ
の
は
そ
れ
故
、
い
は
ゴ
近
代
化
へ
の

傾
斜
を
そ
の
繭
芽
と
し
て
も
つ
前
近
代
的
言
為
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
お
ほ
づ
か
み
に
云
ふ
な
ら
ば
、
資
本
の
蓄
積
、
商
品
の
流
通
、
緩

慢
な
が
ら
貨
幣
経
済
の
調
達
と
と
も
に
、
身
分
的
秩
序
が
い
ち
じ
る
し
く
弛
蒼
し
、
庶
民
が
新
た
に
歴
史
の
前
景
に
現
は
れ
る
に
釜
つ
た

こ
と
は
、
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
徴
表
で
あ
る
。

　
勿
論
、
根
本
的
に
は
「
身
分
満
開
」
で
あ
り
、
市
場
原
理
は
優
越
し
た
意
義
を
も
た
な
い
が
、
商
業
部
門
に
於
け
る
資
本
の
活
動
と
、

螢
利
行
爲
を
敵
饗
す
る
こ
と
の
な
い
法
律
秩
序
の
存
在
と
は
、
傳
統
的
な
倫
理
槻
念
が
な
ほ
商
人
及
び
商
行
爲
そ
の
も
の
を
輕
饗
し
た
に

も
拘
ら
ず
、
合
理
的
な
螢
利
活
動
に
封
ず
る
刺
戟
と
な
り
、
杜
會
秩
序
の
身
分
的
環
理
と
は
網
容
れ
な
い
、
む
し
ろ
封
幽
す
る
繧
濟
過
程

を
螢
蓮
さ
せ
た
。
こ
れ
に
俘
っ
て
、
纒
濟
的
に
制
約
さ
れ
た
勢
力
の
登
生
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
封
併
し
て
、
近
世
の
儒
學

や
文
藝
に
見
出
さ
れ
る
倫
理
思
想
に
は
、
從
前
と
は
い
ち
じ
る
し
く
異
っ
た
、
い
く
つ
か
の
新
傾
向
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
元
來
、
宋

學
の
中
で
も
、
い
は
ゆ
る
程
朱
學
は
、
　
「
心
情
倫
理
」
の
立
場
に
立
っ
て
「
事
功
漏
を
斥
け
る
と
こ
ろ
に
、
思
想
史
上
の
特
色
が
あ
る
と

云
っ
て
よ
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
朱
子
學
の
登
展
と
と
も
に
日
常
的
な
「
治
生
」
を
重
親
し
、
　
「
功
利
」
を
詮
き
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
富
の

集
中
と
商
工
業
者
の
螢
利
行
爲
を
倫
理
的
に
是
認
し
よ
う
と
す
る
経
濟
倫
理
が
出
現
し
、
又
、
傳
統
的
な
文
學
形
象
と
は
異
り
、
市
井
の

庶
民
の
生
活
意
識
を
、
あ
る
程
度
な
ま
の
ま
ま
で
投
影
し
た
、
ロ
語
を
ま
じ
へ
て
書
か
れ
た
庶
民
文
学
の
勃
興
し
た
こ
と
は
、
こ
の
や
う

な
社
會
的
現
貰
の
反
映
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
レ
ユ
ペ
ン
ス
フ
ユ
　
ル
ン
グ

　
然
し
、
　
「
生
活
様
式
篇
の
規
制
を
通
じ
て
、
賑
襲
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
身
分
構
成
は
、
市
場
の
自
由
な
機
蓮
を
阻
凝
す
る
か
ら
、

市
場
關
係
の
作
用
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
ず
る
階
級
形
成
は
、
そ
れ
に
必
要
な
歴
史
的
前
提
を
欲
い
て
い
た
。
と
い
ふ
の
は
か
う
で
あ
る
。

脅
分
的
秩
序
は
、
そ
の
身
分
集
團
に
揺
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
封
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
特
殊
な
「
生
活
様
式
」
を
要
求
す
る
と
こ

ろ
の
、
「
身
分
的
名
響
」
に
基
づ
く
構
成
を
意
味
す
る
が
、
い
ま
身
分
溝
成
の
流
灯
的
影
響
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
「
身
分
的
名
轡
」
は
、
市

場
に
固
有
な
螢
利
活
動
に
公
然
と
加
は
る
こ
と
を
「
恥
」
と
し
た
。
　
「
卿
大
夫
残
し
て
家
に
絵
財
な
き
は
良
臣
な
り
、
庶
人
残
し
て
家
に
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鹸
財
な
き
は
惰
民
な
り
」
と
云
は
れ
、
「
庶
人
」
に
と
っ
て
は
、
勤
倹
の
結
果
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
た
財
貨
の
獲
得
で
す
ら
、
「
卿
大
夫
し

の
道
徳
感
情
と
は
封
賦
す
る
、
恥
づ
べ
き
行
爲
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
傳
統
的
な
儒
教
倫
理
に
典
型
的
に
現
は
れ
て
い
る
や
う
に
、

商
工
業
は
「
遊
至
宝
事
」
と
し
て
疑
下
さ
れ
、
す
べ
て
の
響
利
活
動
、
と
く
に
企
業
者
活
動
は
、
身
分
的
に
は
不
適
格
と
し
て
蔑
覗
さ
れ

　
　
ザ
ア
　
ハ
リ
ツ
ヒ

た
。
無
芸
象
的
な
利
害
關
心
に
の
み
左
右
さ
れ
る
市
場
や
そ
こ
で
の
純
経
濟
的
な
活
動
は
、
元
來
、
身
分
構
成
と
は
相
容
れ
な
い
。
從
っ

て
、
全
膿
と
し
て
依
然
、
身
分
的
倫
理
の
膿
系
が
、
人
間
性
を
深
い
暦
に
於
い
て
規
定
し
た
。
因
襲
的
な
「
教
育
」
形
式
と
「
生
活
様
式
」

の
所
有
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
、
　
「
士
大
夫
」
と
か
「
感
涙
人
」
と
か
云
は
れ
た
階
層
は
、
祉
會
的
威
光
を
保
謹
す
る
に
足
る
や
う
な
、
官

吏
に
準
ず
る
種
々
の
特
灌
を
享
受
し
て
を
り
、
庶
動
軸
に
優
越
し
た
身
分
的
地
位
を
濁
占
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
岡
時
に
王
朝
の
官

僚
又
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
「
職
業
身
分
」
を
形
成
し
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
的
身
分
の
典
型
的
な
貯
藏
摩
で

あ
っ
た
。

　
一
般
的
に
云
へ
ば
、
身
分
的
…
構
成
は
、
常
に
、
槻
念
的
お
よ
び
物
質
的
な
財
貨
も
し
く
は
チ
瀞
、
ン
ス
の
猫
占
を
俘
ふ
。
支
配
構
造
の
支

桂
と
な
る
階
層
は
、
そ
の
砒
會
的
勢
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
隈
笹
さ
れ
固
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
個
々
の
部
分
的
就
野
営
團

に
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
法
律
規
定
、
鶯
利
チ
ャ
ン
ス
、
文
化
財
、
職
業
等
が
確
然
と
配
置
さ
れ
る
。
身
分
的
地
位
は
、
こ
の
や
う
な
距
離
と

排
他
性
と
に
基
づ
く
、
特
殊
な
魅
會
的
弁
償
に
鋼
約
さ
れ
た
、
勢
力
配
分
の
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
「
身
分
祉
會
」
に
於
い

て
、
　
「
通
男
圏
」
の
概
念
と
そ
れ
を
掌
る
箏
ひ
と
が
重
要
性
を
持
つ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
　
「
身
分
慧
眼
轡
」
は
、
通
婚
と
か
就
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
か
云
っ
た
や
う
な
証
會
的
交
渉
が
、
特
定
の
身
分
的
範
國
に
髄
限
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
保
た
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
れ
に
も
掬
ら
ず
、
身
分
的
秩
序
の
構
造
は
、
も
ろ
も
ろ
の
砒
會
形
象
と
同
じ
や
う
に
、
歴
史
的
野
営
に
支
配
さ
れ
る
。
　
「
身
分

杜
會
」
、
に
於
い
て
も
、
た
え
ず
下
層
か
ら
上
層
へ
の
砒
會
的
上
昇
過
程
が
生
れ
た
。
富
裕
な
庶
民
は
、
上
層
祉
會
に
固
有
な
「
教
育
」
形

式
を
そ
の
子
弟
に
與
へ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
官
職
と
か
身
分
上
の
特
橿
で
さ
へ
金
銭
に
よ
っ
て
購
は
れ
た
。
或
は
、
上
層
身
分
の
子
女

と
の
逓
婚
に
よ
っ
て
、
そ
の
階
層
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
金
銭
は
常
に
、
そ
の
蔽
會
の
固
有
の
形
式
に
慮
じ
て
、
　
「
身
分
」
を
改
鋳

　
　
　
　
「
護
書
人
」
身
分
の
「
教
養
偏
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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折
蒲
鍬
Ψ
研
殖
九
　
国
国
百
六
十
九
號
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

す
る
可
能
性
で
あ
り
得
た
。
殊
に
、
下
層
の
身
分
か
ら
武
力
に
よ
っ
て
成
り
上
り
、
世
襲
化
さ
れ
た
政
治
的
身
分
集
團
と
し
て
の
門
閥
家

群
と
、
公
然
又
は
隠
然
の
饗
抗
關
係
に
立
つ
た
落
主
は
、
ヨ
リ
廣
般
な
非
「
世
族
』
的
な
嘉
暦
か
ら
選
扱
さ
れ
た
、
政
治
的
臣
僚
（
富
僚
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
門
閥
葉
群
に
封
し
て
勝
利
を
博
し
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
初
期
、
宋
王
朝
に
よ
る
考
試
制
度
の
確
立
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
集
櫃
的
家
産
窟
僚
制
」
（
N
①
雛
件
同
一
一
附
ω
同
①
同
け
③
　
勺
帥
汁
婦
旧
宅
O
膨
一
鋤
＝
）
口
恥
O
一
（
婦
餌
け
固
①
）
の
成
立
過
程
に
現
は
れ
た
、
封
「
無
色
」
と
の
「
身
分
賭
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
於
け
る
、
　
「
家
産
君
主
」
の
決
定
的
な
勝
利
の
表
現
で
あ
る
。
既
に
前
漢
の
「
選
暴
」
制
度
に
始
ま
り
、
魏
晋
六
朝
の
「
門
閥
行
政
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
時
代
の
後
を
承
け
て
、
階
唐
の
際
に
創
設
さ
れ
た
、
専
ら
自
薦
に
基
づ
く
考
試
急
度
は
、
門
閥
家
勢
力
に
挑
戦
す
る
家
産
君
主
の
、

「
身
分
團
争
篇
の
繭
史
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
爾
來
、
こ
の
制
度
は
ほ
穿
干
三
百
年
の
長
き
に
亙
り
緻
績
し
、
蒙
古
王
朝
に
於
い
て
一

時
跡
絶
え
た
と
は
云
へ
、
全
燈
と
し
て
考
試
制
度
が
、
家
産
三
冬
制
國
家
と
そ
の
厳
命
を
共
に
し
、
ヨ
リ
廣
般
な
暦
に
宮
職
を
解
放
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
族
望
」
ー
マ
・
ク
ス
・
ウ
ェ
…
バ
ー
の
い
は
ゆ
る
世
襲
カ
リ
ス
マ
（
嗣
げ
。
冨
法
舞
）
i
に
基
づ
く
門
閥
支
配

を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
や
う
な
「
身
分
麟
争
」
は
、
祉
會
の
形
成
原
理
と
し
て
の
「
身
分
構
造
」
慮
髄
を
、
根
本
的
に
解
清
し
て
し
ま
ふ
機

能
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
　
「
身
分
闘
争
」
は
身
分
的
基
盤
の
上
で
戦
は
れ
る
、
殴
會
的
勢
・
刀
配
分
の
た
め
の
争
ひ
に
過
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
考
試
制
度
は
一
方
に
於
い
て
、
世
襲
カ
リ
ス
マ
に
基
づ
く
特
定
の
身
分
に
、
政
治
的
勢
力
が
固
定
す
る
こ
と
を
阻
珪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
と
と
も
に
、
他
方
、
政
治
的
・
薩
叡
慮
勢
力
冒
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
　
「
宮
職
」
の
濁
占
を
目
ざ
す
ひ
と
つ
の
「
職
業
身
分
」

を
張
達
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
一
定
の
賓
格
の
獲
得
者
に
輿
へ
ら
れ
る
職
業
に
制
約
さ
れ
た
「
生
活
様
式
」
の
故
に
、
　
「
祉
愈
的
名
灘
こ
の

罐
ひ
手
と
な
る
。
こ
の
や
う
な
過
程
を
通
じ
て
、
近
世
の
中
直
で
は
、
門
地
に
由
面
す
る
就
會
的
な
威
光
の
主
張
に
よ
る
、
即
ち
、
世
襲

カ
リ
ス
マ
に
基
づ
く
「
血
統
身
分
」
に
代
っ
て
、
考
試
二
度
に
よ
っ
て
、
　
「
嘗
職
」
の
威
光
に
基
づ
く
「
職
業
身
分
偏
が
形
成
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

家
産
官
僚
驚
は
、
純
個
人
的
な
資
格
を
重
醸
す
る
と
い
ふ
限
り
に
於
い
て
、
身
分
的
差
別
を
打
破
す
る
が
、
政
治
的
官
僚
に
輿
へ
ら
れ
た

種
々
の
特
擢
は
、
彼
等
を
一
定
の
社
會
的
・
身
分
的
名
轡
の
捲
ひ
手
と
す
る
と
云
ふ
露
結
を
檸
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
官
僚
と
な
る



　
　
資
格
を
得
る
試
験
に
必
要
な
「
古
典
學
」
の
習
得
が
、
教
育
の
目
標
で
あ
る
と
と
も
に
、
杜
會
的
評
便
の
根
祇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
は

　
　
ゆ
る
「
留
書
人
砥
階
麿
に
、
古
典
的
教
養
の
も
つ
威
光
に
基
づ
い
た
身
分
的
統
一
性
を
も
た
ら
し
た
。
考
試
制
度
は
、
特
殊
な
賎
畏
以
外

　
　
の
何
人
も
受
験
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聴
く
開
か
れ
た
門
で
は
あ
っ
た
が
、
烈
し
い
競
争
試
駝
に
堪
へ
る
た
め
に
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
、

　
　
文
字
と
訓
　
詰
、
作
文
と
作
詩
に
就
い
て
の
訓
練
を
含
む
古
血
一
壷
の
習
得
を
必
要
と
し
た
か
ら
、
富
僚
は
專
ら
、
「
譲
書
人
」
身
分
の
子
弟
、

　
　
或
は
、
官
職
の
資
格
を
得
る
た
め
の
古
典
的
教
育
を
、
髭
較
的
容
易
に
受
け
ら
れ
る
富
裕
な
「
庶
民
」
の
子
弟
の
中
か
ら
選
按
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
職
業
身
分
」
の
持
つ
瀧
會
的
威
光
な
る
も
の
は
そ
れ
故
、
窮
局
に
於
い
て
は
、
因
襲
的
な
古
典
的
教
養
に
網
羅
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ブ
ル
　
パ
　
ス

　
　
　
「
唐
よ
り
以
前
は
、
最
も
門
　
族
を
重
ん
じ
た
。
王
氏
・
謝
氏
・
藤
織
・
盧
氏
、
そ
の
他
、
界
磁
の
鄭
氏
、
朧
薩
の
李
氏
な
ど
は
、

　
　
門
族
と
し
て
名
が
聞
え
、
皇
帝
の
一
門
や
皇
后
の
一
族
で
さ
へ
、
彼
等
と
家
柄
を
遵
ふ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
唐
の
貞
観
・

　
　
開
元
の
賑
し
ば
し
ば
門
族
を
催
抑
し
ょ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
族
望
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
時
代
の
風
爾
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
額
の
聰
財
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
出
し
て
も
皇
族
と
の
通
馬
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
故
に
當
時
、
門
戸
第
一
と
云
は
れ
た
李
種
は
、
　
『
欝
位
は
族
望
に
如
か
ず
』
と
謂
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
官
、
司
封
郎
中
懐
州
刺
史
と
な
っ
て
も
、
書
札
に
は
た
ぜ
東
西
の
李
積
と
の
み
書
い
て
、
欝
職
を
名
の
ら
な
か
っ
た
と
云
ふ
。
け
れ
ど
も
、

　
　
士
た
る
も
の
の
費
ぶ
べ
き
は
そ
の
人
物
の
何
如
に
あ
る
。
も
し
、
す
ぐ
れ
た
人
物
な
ら
ば
、
下
賎
の
輩
で
も
登
庸
す
る
が
よ
い
。
宋
以
後

　
　
漸
く
門
地
を
論
ぜ
ぬ
や
う
に
な
り
、
今
臼
の
官
吏
の
中
に
は
、
そ
の
家
系
を
暴
げ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
が
あ
る
」
　
（
謝
辞
襯
「
五
難
組
」

　
　
巻
十
四
）
。

　
　
　
明
末
の
謝
肇
…
糊
は
、
い
は
ゆ
る
「
流
晶
」
槻
念
の
攣
遷
に
つ
い
て
、
か
う
述
べ
て
い
る
が
、
秦
漢
以
後
の
中
國
工
千
年
の
歴
史
を
通
じ

　
　
て
、
門
地
が
窟
職
の
占
有
と
結
合
し
、
そ
れ
故
に
W
遡
早
旦
を
め
ぐ
る
翻
璽
が
優
越
し
た
意
義
を
も
つ
た
の
は
、
六
朝
時
代
（
三
世
紀
一
六
世

　
　
紀
）
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
先
だ
つ
秦
漢
帝
國
は
、
古
代
に
於
け
る
家
産
制
國
家
の
一
典
型
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
い
、
家
産

　
　
園
家
的
構
成
騰
が
問
題
と
な
る
の
は
、
震
主
が
そ
の
政
治
的
勢
力
を
、
原
理
的
に
は
彼
の
個
入
的
な
家
橿
力
の
行
使
と
全
く
論
じ
や
う
に
、

劒　
　
　
　
　
　
男
讃
書
人
」
身
分
の
門
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
訓
学
研
究
　
　
牌
弟
颯
百
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

政
治
的
臣
民
に
寵
し
て
組
織
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
此
の
や
う
な
梅
醤
原
理
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
側
近
政
治
」
が
遽
行
さ
れ
た
。
「
側
近
」

と
は
、
強
い
非
合
理
的
な
勢
力
を
も
つ
た
、
慰
主
の
腹
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
地
位
は
常
に
不
安
定
で
あ
り
、
没
主
観
的
な
法
規

に
依
ら
な
い
、
良
主
の
恣
意
に
依
っ
て
、
突
然
の
失
脚
を
俘
ふ
所
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
南
朝
（
五
世
紀
i
六
世
紀
）
の
歴
史
は
し
か
し
、

家
産
君
主
の
統
治
を
事
實
上
無
意
味
に
し
て
し
ま
ふ
程
の
、
純
然
た
る
「
門
閥
行
政
」
の
時
代
で
あ
り
、
族
望
を
誇
る
貴
族
の
間
で
は
、

排
他
的
な
「
身
分
的
族
商
婚
」
（
ω
薮
洋
黛
。
。
。
｝
お
閃
鼠
。
α
q
㊤
邑
①
）
が
行
は
れ
た
。
士
庶
の
臨
別
が
重
重
で
、
相
互
に
遽
接
せ
ず
、
そ
れ
を
犯

す
こ
と
は
、
時
に
霊
峰
（
世
論
）
の
非
難
を
招
い
た
の
で
あ
る
（
沈
約
「
弾
奏
王
源
」
、
「
文
選
」
巻
四
〇
豊
潤
）
。
河
爾
の
實
力
者
で
、
梁
の
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

帝
に
降
附
し
て
河
南
王
と
な
っ
た
候
景
は
、
江
南
の
名
門
で
あ
っ
た
王
氏
・
謝
氏
と
の
通
婚
を
武
豊
に
請
う
た
が
、
門
地
非
偶
の
故
に
允

さ
れ
ず
、
途
に
塞
逆
を
企
て
、
多
数
の
奴
隷
を
解
放
し
て
雨
下
の
軍
除
に
編
入
し
て
い
る
（
「
南
史
」
巻
八
○
侯
爵
傳
・
「
資
治
通
鑑
」
雀
一
六
一
）
。

北
朝
に
於
い
て
も
、
舅
又
は
夫
の
罪
に
連
坐
し
て
下
府
に
没
牧
さ
れ
た
婦
女
を
、
天
子
よ
り
賜
は
つ
て
妻
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
高
門

の
士
女
で
あ
れ
ば
、
塞
門
の
士
に
と
っ
て
は
特
殊
な
榮
響
と
晃
倣
さ
れ
た
と
云
ふ
（
趙
翼
「
二
十
二
史
劉
記
」
轡
十
五
、
高
門
士
女
條
）
。
「
婚

　
　
つ
り
あ
ひ

姻
の
素
封
」
（
「
職
域
家
調
」
治
家
篇
）
が
読
か
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
高
門
と
の
通
婚
を
名
讐
と
し
た
か
ら
、
高
門
が
卑
族
と
婚
を
な
す
場
合

に
は
、
多
額
の
聰
財
を
要
求
し
た
。
北
魏
・
北
齊
思
懸
、
「
財
婚
」
の
こ
と
が
北
朝
の
歴
史
に
現
は
れ
、
北
魏
の
文
成
帝
の
詔
に
も
、
「
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

族
の
門
、
多
く
は
法
に
率
は
ず
、
或
は
財
賄
を
貧
利
し
、
選
湿
す
る
所
な
く
、
貴
賎
を
分
た
ざ
ら
し
め
、
人
倫
を
麟
損
せ
し
む
。
何
を
以

て
典
譲
を
宣
示
し
、
編
組
に
垂
れ
ん
」
　
（
「
魏
轡
」
巻
五
、
和
亭
四
年
十
二
月
詔
）
　
と
あ
る
が
、
「
財
婚
」
が
身
分
の
封
鎖
性
を
破
り
、
血
統

身
分
の
秩
序
と
拝
撃
す
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
商
業
の
蛮
達
に
つ
れ
て
、
市
場
中
心
の
経
濟
を
基
盤
と
し
て
螢

利
階
激
が
獲
生
し
た
こ
と
と
、
他
方
、
北
魏
以
前
の
三
絶
に
よ
っ
て
、
華
北
は
一
時
、
地
畷
人
稀
と
な
り
、
貴
族
層
の
土
地
所
有
の
繧
濟

的
儂
値
が
、
栢
封
的
に
低
下
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
と
云
ふ
の
は
、
門
地
が
十
分
に
肚
會
的
威
光
を
主
張
し
得
る
の

は
、
そ
れ
が
世
襲
カ
リ
ス
マ
の
捲
ひ
手
た
る
限
り
に
於
て
掌
あ
る
が
、
カ
リ
ス
マ
の
保
有
を
効
果
的
に
保
磁
す
る
も
の
は
、
物
的
基
礎
と

し
て
の
世
襲
期
産
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
、
北
魏
の
宮
吏
は
立
面
俸
巌
が
無
か
っ
た
か
ら
、
多
く
は
商
業
を
象
欝
す
る
か
、
大
商



　
　
富
買
と
交
結
す
る
と
い
ふ
結
果
を
俘
つ
た
（
「
魏
書
」
食
貨
志
に
よ
る
と
、
孝
文
帝
の
太
職
八
年
に
、
始
め
て
百
官
の
俸
藤
を
支
給
し
た
と
あ
る
が
、
決

　
　
し
て
＋
分
な
額
で
は
な
か
っ
た
）
。
そ
の
上
、
華
南
・
華
北
の
互
市
と
、
西
域
と
の
交
通
が
商
業
を
堪
忍
し
（
例
へ
ば
、
楊
衝
之
「
洛
陽
伽
藍
記
」

　
　
釜
三
、
龍
華
寺
の
條
に
、
「
永
橋
市
」
の
殿
盛
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
、
北
魏
・
北
齊
の
貴
族
や
富
商
の
中
に
は
、
宮
位
を
買
っ
て
州
縣
の
富
と
な

　
　
る
も
の
も
現
は
れ
た
（
「
北
部
審
」
後
主
医
・
「
北
史
F
　
北
岳
傳
）
。
既
に
、
北
魏
の
孝
文
帯
の
時
代
に
、
導
管
宗
や
盟
神
は
、
　
「
門
望
」
に
依

　
　
ら
ず
、
個
人
の
「
オ
學
」
に
よ
っ
て
、
人
材
を
登
用
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
（
「
艶
書
」
韓
顯
宗
傳
）
、
考
試
制
度
の
創
設
に
先
だ
つ

　
　
て
、
華
北
で
は
早
く
も
「
族
望
」
に
基
づ
く
身
分
的
秩
序
を
動
鑑
さ
せ
る
や
う
な
薪
傾
向
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
北
齊
以
來
っ
補
い
た
山
東
の
貴
族
は
、
庸
朝
に
入
っ
て
も
そ
の
子
孫
は
世
望
を
負
ひ
、
と
く
に
、
榮
陽
の
鄭
氏
、
忍
言
．
博
陵
の
羅
氏
、

　
　
朧
西
・
鎖
郡
の
李
氏
、
世
変
の
盧
氏
、
太
原
の
王
氏
等
は
、
門
地
の
高
き
を
侍
ん
で
他
姓
と
通
干
す
る
こ
と
を
恥
ぢ
（
劉
鯨
「
隣
唐
嘉
話
」
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
李
肇
「
唐
國
史
補
」
）
、
も
し
響
町
に
適
く
と
き
に
は
、
必
ず
多
く
の
聴
財
を
索
め
、
當
時
こ
れ
を
「
賛
婚
」
と
製
し
た
と
云
ふ
（
爾
「
唐
書
」

　
　
高
倫
傳
）
。
然
し
、
こ
の
や
う
な
世
族
の
も
つ
祉
會
的
威
光
を
減
殺
す
べ
く
、
家
産
欝
主
は
絶
え
ず
身
分
世
事
を
挑
ん
だ
。
王
朝
は
こ
の
山

　
　
棄
の
蕪
族
七
姓
十
家
の
婚
姻
に
干
渉
し
、
王
妃
や
主
婿
（
皇
女
の
塙
）
は
、
康
室
に
曝
し
て
功
績
の
あ
る
名
距
の
家
よ
り
選
び
、
山
東
の
鶴

　
　
族
を
避
け
る
と
と
も
に
、
當
蒔
の
高
官
大
族
が
、
こ
の
山
東
の
高
門
と
通
策
す
る
こ
と
を
禁
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
「
願
書
」
高
倹
傳
）
。

　
　
一
方
、
太
宗
朝
に
於
け
る
「
氏
族
志
」
の
撰
定
、
高
宗
朝
に
於
け
る
「
姓
氏
録
」
の
改
定
、
玄
宗
朝
に
於
け
る
「
姓
族
系
録
」
の
刊
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か

　
　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
官
府
が
積
極
的
に
門
地
の
等
級
を
再
編
成
し
、
鶴
望
を
抑
．
馨
し
て
、
現
王
朝
の
官
欝
を
崇
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
努

　
　
力
の
表
現
で
あ
る
。
は
じ
め
高
瞼
等
が
太
宗
の
詔
を
奉
じ
て
氏
姓
の
等
級
を
定
め
た
と
き
、
山
東
の
崔
幹
が
第
一
位
で
あ
っ
た
が
、
太
宗

　
　
は
、
山
東
の
名
族
が
薔
い
門
地
を
博
ん
で
尊
大
で
あ
る
の
を
警
み
、
こ
れ
を
九
等
中
の
第
三
位
に
降
し
、
官
品
の
高
下
に
從
っ
て
氏
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
等
級
を
定
め
た
。
そ
の
時
の
太
宗
の
嘗
に
も
、
「
我
い
ま
特
に
族
姓
を
定
む
る
は
、
今
朝
の
冠
冤
を
崇
重
に
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
数
世
以
前
は
論
ぜ
ず
、
た
撃
今
臼
の
官
欝
の
葛
下
を
取
り
て
等
級
を
な
さ
ん
」
（
「
藤
唐
轡
」
高
高
薄
）
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
姓
氏
録
」
の
重

　
　
修
も
、
武
昭
儀
（
則
天
武
后
）
が
高
宗
の
皇
盾
に
棚
立
さ
れ
た
た
め
、
武
氏
の
門
地
を
顯
揚
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
と
、
時
の
宰
粗
李
義
府

㎜　
　
　
　
　
　
「
讃
書
人
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七



　
　
　
　
　
　
折
ロ
墨
丁
研
究
　
　
第
四
百
点
ハ
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

脚　
　
が
自
己
の
出
自
を
高
め
る
た
め
に
改
定
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
本
朝
で
五
晶
富
以
上
を
得
た
も
の
は
皆
士
流
に
升
せ
た
た
め
、

　
　
軍
功
に
よ
っ
て
兵
卒
か
ら
成
り
上
り
、
五
晶
宮
と
成
っ
て
も
の
ま
で
書
限
に
入
る
結
果
と
な
り
、
當
時
の
士
大
夫
は
、
却
っ
て
こ
れ
に
認

　
　
録
さ
れ
る
こ
と
を
恥
ぢ
た
と
云
ふ
（
「
麿
書
」
高
倫
傳
、
「
警
自
書
」
李
空
耳
傳
）
。
柳
沖
・
劉
知
幾
等
に
よ
る
「
姓
族
系
録
」
　
の
撰
述
も
、
姓

　
　
氏
に
興
替
の
生
じ
た
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
が
、
氏
族
の
等
級
が
血
統
に
依
ら
ず
、
現
王
朝
よ
り
與
へ
ら
れ
る
四
品
の
高
下
に
依
っ
て
決

　
　
定
さ
れ
る
か
ら
、
姓
氏
に
盛
衰
を
生
ず
る
の
で
あ
る
（
「
欝
暦
轡
」
玄
宗
紀
上
・
柳
沖
台
）
。
詩
人
と
し
て
も
著
名
な
張
読
（
六
六
七
…
七
三
〇
）

　
　
は
、
玄
宗
朝
に
官
は
申
書
令
（
中
書
省
長
官
で
、
當
時
の
宰
網
）
に
陞
り
、
欝
位
を
賜
っ
て
燕
國
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
出
自
は
微
賎
で
あ
っ

　
　
た
ら
し
く
、
譜
富
家
の
孔
至
が
「
百
家
類
例
」
を
撰
述
し
た
と
き
、
　
「
近
代
の
新
門
」
（
新
興
費
族
）
と
し
て
、
こ
れ
を
百
家
の
数
に
入
れ

　
　
な
か
っ
た
と
云
は
れ
（
「
算
氏
聞
見
学
」
巻
十
、
「
轡
書
」
鎌
取
傳
）
、
長
門
が
山
東
の
名
族
に
婚
姻
を
求
め
た
こ
と
を
痴
愚
の
人
は
悪
ん
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
云
ふ
が
、
然
し
後
に
は
、
張
氏
の
姻
親
が
郊
っ
て
「
甲
門
」
と
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
（
「
庸
籔
史
補
」
）
。
張
詮
は
「
剃
暴
」
に
よ
っ
て
嘗

　
　
界
に
進
出
し
、
詩
文
を
以
て
當
時
に
鳴
り
、
そ
の
二
子
均
・
壇
と
も
に
玄
宗
に
重
驚
さ
れ
、
云
は
ゾ
富
僚
貴
族
と
し
て
威
望
を
高
め
た
か

　
　
ら
で
あ
る
。

　
　
　
魏
・
晋
以
來
、
南
北
朝
を
通
じ
て
意
識
さ
れ
た
「
九
平
中
正
」
の
鋼
は
、
上
級
官
職
を
貴
族
群
で
猫
占
す
る
と
い
ふ
機
能
を
も
ち
、
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
毅
の
い
は
ゆ
る
「
上
品
に
寒
門
な
く
、
下
晶
に
勢
族
な
し
」
（
「
晋
書
」
劉
毅
傳
・
「
宋
書
蒲
江
倖
傳
序
）
と
い
ふ
結
果
を
造
成
し
た
が
、
大
規

　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
あ
　
　
あ
　
　
リ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
づ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
模
な
母
家
行
政
の
管
理
を
効
果
的
に
遽
行
ず
る
に
は
障
壁
と
な
っ
た
か
ら
、
す
で
に
六
世
紀
の
後
孚
、
北
周
で
は
「
門
資
」
に
よ
ら
ず
人

　
　
才
を
登
用
す
る
、
新
し
い
選
言
の
方
式
が
試
み
ら
れ
た
（
「
呪
愚
考
」
巷
三
六
選
纂
’
考
九
φ
「
涌
　
典
」
轡
一
四
W
遊
暴
二
）
。
穂
と
な
れ
ば
貴
族
は
、
そ

　
　
の
「
職
務
」
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
「
あ
り
方
」
（
ω
①
写
）
か
ら
名
器
を
う
け
取
る
の
で
あ
り
、
彼
の
昇
進
を
約
束
す
る
も
の
は
、
職
務
上

　
　
の
「
業
績
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
門
地
」
で
あ
る
か
ら
、
あ
の
窟
僚
劇
に
固
有
な
、
業
務
の
ω
碧
び
欝
げ
饗
①
搾
や
、
組
織
へ
の
從
鵬
性

　
　
に
溶
し
て
は
、
輕
｛
｛
蔑
の
念
を
以
て
封
峙
し
、
そ
の
庭
世
訓
に
は
無
爲
を
た
っ
と
び
、
放
塒
を
て
ら
ふ
や
う
な
態
度
が
あ
り
、
窟
途
に
就
い

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
も
實
務
を
忌
避
し
、
麗
交
を
よ
ろ
こ
ぶ
風
が
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
國
家
行
政
や
雄
心
に
於
け
る
効
果
的
な
管
理
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
、
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門
地
と
云
っ
た
身
分
的
特
製
の
直
接
的
な
効
果
を
最
少
隈
に
す
る
や
う
な
、
宮
島
欄
的
な
入
事
方
針
が
探
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
　
「
九
晶
中
正
」
の
制
は
、
南
北
の
統
一
を
蜜
現
し
た
階
王
朝
の
開
皇
豊
熟
に
簾
止
さ
れ
、
揚
帝
が
始
め
て
「
進
士
科
」
を
設
け
、
士

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

人
に
自
由
養
蚕
の
道
を
開
い
て
よ
り
、
こ
れ
が
唐
王
朝
の
科
纂
の
基
礎
と
な
っ
た
。
（
庸
の
科
暴
は
、
宮
寺
の
候
補
者
を
選
び
暴
げ
る
た
め
の

「
取
士
之
科
」
と
、
こ
の
及
第
者
に
授
臆
す
る
た
め
の
「
鐙
選
」
と
に
分
れ
る
。
安
史
の
翫
以
後
、
事
實
上
「
錘
選
」
が
康
止
さ
れ
る
ま
で
、
六
品
以
下
、

九
品
以
上
の
「
流
内
官
」
は
、
す
べ
て
吏
部
の
行
ふ
考
試
に
合
格
し
て
か
ら
は
じ
め
て
叙
官
き
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
「
羅
褐
」
又
は
「
解
褐
」
と
云
ふ
。

後
添
ま
で
は
、
州
郡
の
長
宮
は
、
自
ら
部
下
の
官
員
を
辞
署
し
た
の
で
あ
る
が
、
晴
の
大
業
八
年
の
改
革
以
來
、
六
晶
以
下
の
實
員
は
す
べ
て
吏
部
が
そ

の
任
用
を
掌
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
面
か
ら
も
、
中
央
集
椹
的
富
僚
制
化
が
促
進
さ
れ
た
。
）
唐
人
の
小
聖
に
、
例
へ
ば
、
盧
生
の
や
う
に
庶
人
に
し

て
進
士
に
塞
げ
ら
れ
て
及
第
し
、
名
門
崔
氏
の
女
を
挙
る
と
か
、
遊
侠
の
徒
が
（
皇
女
の
婿
と
な
っ
て
）
騎
罵
都
尉
に
証
せ
ら
れ
た
と
い
ふ

物
語
（
「
枕
金
記
」
．
「
爾
桐
太
守
傳
砿
）
が
あ
る
の
も
、
も
と
よ
り
延
髄
の
諏
で
は
あ
る
が
、
考
試
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
、
門
地
を
尚
ぶ
風

が
次
第
に
う
す
れ
、
通
婚
圏
の
概
念
に
大
き
な
攣
化
を
生
じ
た
こ
と
を
投
影
す
る
。
當
時
、
考
試
の
諸
科
目
の
中
で
、
受
験
者
が
も
っ
と

も
重
秘
し
た
の
は
「
明
纏
」
と
「
進
士
」
の
二
科
で
あ
っ
た
が
、
唐
一
代
を
通
じ
て
繧
學
は
萎
靡
し
て
振
は
ず
、
南
朝
以
來
の
費
族
趣
味

の
鯨
風
を
受
け
て
、
士
入
の
問
で
は
詞
章
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
か
ら
、
宮
撰
の
「
五
維
正
義
」
の
棒
疇
記
を
強
ひ
る
や
う
な
「
明
経
科
」
は

敬
遽
さ
れ
、
詩
賦
論
策
に
よ
っ
て
自
由
に
そ
の
文
才
を
馳
騎
し
得
る
「
進
士
科
」
が
た
つ
と
ば
れ
た
。
唐
代
の
罪
質
綱
度
を
詑
載
し
た
王

定
保
の
「
擁
言
」
に
も
、
　
「
糟
紳
位
重
葬
を
極
む
と
い
へ
ど
も
、
進
士
に
由
ら
ざ
る
も
の
は
美
と
な
さ
ず
」
と
あ
る
が
、
進
士
に
登
第
す

れ
ば
、
　
「
一
晶
の
白
幕
」
と
か
「
墨
家
の
公
卿
」
と
稻
せ
ら
れ
、
將
來
の
串
世
が
約
束
さ
れ
た
。
故
に
進
士
登
科
は
登
龍
門
と
さ
れ
、
解

褐
す
れ
ば
多
く
は
清
要
の
宮
に
舞
せ
ら
れ
て
、
十
数
年
に
し
て
廟
堂
の
高
官
に
陞
進
し
た
の
で
あ
る
（
「
辞
職
聞
見
記
偏
貢
暴
）
。

　
身
分
的
に
つ
く
ら
れ
た
単
果
秩
序
の
う
ち
に
、
門
閥
の
も
つ
祉
會
的
威
光
を
抑
催
し
、
薫
朝
の
官
歯
の
威
光
を
主
張
す
る
、
こ
の
や
う

な
運
動
が
効
果
的
に
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
唐
室
の
李
氏
を
頂
黙
と
す
る
あ
ら
た
な
身
分
的
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
。
身
分
即
滅
は
そ
の
目

的
上
、
個
々
の
四
三
に
於
け
る
特
灌
を
攣
更
し
、
隣
接
の
身
分
か
ら
面
谷
的
威
光
を
奪
ひ
、
身
分
問
の
境
界
を
訂
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
「
譲
書
人
」
身
分
の
「
敏
養
」
と
「
倫
理
㎏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
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折
撒
照
ず
研
究
　
　
第
餌
｝
臼
論
ハ
L
T
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

新
し
い
身
分
彌
漫
序
を
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
戦
ひ
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
分
構
造
自
騰
を
問
題
に
し
た
り
、
杜
會
の
形
成
原
理
を
根
本
的

に
攣
へ
よ
う
と
い
ふ
意
味
と
作
用
と
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
（
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
）
。
元
來
、
唐
室
の
李
氏
は
、
五
世
紀
初
期
の
西
涼
の

李
嵩
の
後
蕎
で
朧
西
の
出
身
で
あ
る
が
、
唐
丹
の
李
氏
十
三
望
の
中
で
簸
も
門
地
の
高
い
、
い
は
ゆ
る
「
甲
西
の
李
氏
」
で
は
な
い
。
北

魏
以
來
の
雷
族
で
あ
る
「
笹
戸
の
李
氏
」
は
、
唐
時
す
で
に
そ
の
麗
が
山
東
に
移
り
郷
城
に
世
々
居
佳
し
て
い
た
の
で
、
「
山
東
の
李
氏
」

と
も
云
は
れ
、
或
は
、
も
と
の
貫
籍
に
從
っ
て
「
朧
西
の
李
氏
」
と
饗
し
、
　
「
題
郡
の
李
氏
」
と
と
も
に
、
そ
の
門
第
に
於
い
て
は
、
北

周
の
軍
閥
で
あ
っ
た
唐
室
の
李
氏
に
勝
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
室
を
頂
黙
と
す
る
身
分
的
階
序
が
成
立
す
る
に
つ
れ
、
唐
人
の

詩
に
、
　
「
我
李
百
萬
葉
、
柄
條
無
二
中
州
一
」
（
李
白
）
と
あ
る
や
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
李
氏
が
蝿
っ
て
宗
室
を
冒
組
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

令
狐
絢
が
ひ
と
た
び
宰
相
と
な
る
や
、
「
胡
」
姓
の
も
の
は
「
狐
」
字
に
改
め
、
上
に
「
令
」
字
を
つ
け
て
こ
れ
に
附
解
す
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
リ

晩
唐
の
詩
人
温
庭
箔
の
句
に
、
「
自
二
從
元
老
登
庸
後
期
天
下
諸
胡
盤
帯
レ
鈴
」
（
「
全
盤
詩
」
総
二
一
コ
一
）
と
は
、
呉
の
甘
薯
の
故
事
（
「
三
國
志
漏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
レ
ス
テ
イ
　
ゲ

甘
寧
傳
）
を
借
り
て
、
こ
の
こ
と
を
郷
罪
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
官
晶
」
の
も
つ
威
　
望
が
、
か
つ
て
の
「
閥
閲
」
の
そ
れ
に
代
り
つ
＼
あ

る
こ
ど
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
勿
論
、
崔
・
盧
の
や
う
な
名
族
が
纏
い
て
い
る
限
り
、
門
望
を
誇
る
風
爾
は
、
唐
の
中
葉
以
後
に
も
存

在
す
る
が
（
例
へ
ば
、
「
癒
書
」
祉
中
立
傳
・
劉
豫
傳
参
照
）
、
そ
れ
は
云
は
団
過
去
の
残
金
で
あ
り
、
　
一
時
代
を
特
徴
づ
け
る
や
う
な
積
極
的

意
義
は
全
く
失
は
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
唐
末
五
代
の
分
争
を
経
て
、
宋
王
朝
に
よ
っ
て
再
び
統
一
さ
れ
て
後
は
、
諸
王
朝
の
興
亡
を
越
え
て
、
家
産
宮
読
響
国
家
が
存
聾
し
た
。

唐
の
中
期
以
後
、
北
西
に
置
か
れ
た
藩
鎭
は
、
土
地
人
罠
と
甲
兵
を
私
有
し
、
み
つ
か
ら
賦
税
を
徴
集
し
富
吏
を
召
興
す
る
、
王
朝
よ
り

孚
ば
陣
立
し
た
、
國
家
の
官
僚
創
に
封
立
す
る
土
着
の
勢
力
と
な
っ
た
が
、
宋
以
後
の
中
國
で
は
、
國
家
に
封
草
す
る
、
い
か
な
る
政
治

的
勢
力
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
中
央
集
灌
化
さ
れ
た
官
職
の
謄
系
と
、
皇
帝
と
そ
の
政
治
的
臣
僚
と
を
、
一
種
の
親
分
子
分
の
掌
記
に
置

く
や
う
な
考
試
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
界
行
政
よ
り
濁
冠
し
た
政
治
的
勢
力
の
生
長
を
阻
止
し
、
皇
帝
の
家
産
的
支
配
が



　
　
遽
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
嘗
僚
と
な
る
こ
と
は
、
士
人
に
と
っ
て
殆
ど
唯
一
の
利
隷
を
得
る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
名
男
心
を
満
足
さ
せ
る
所
以
で
あ
っ
た
か

　
　
ら
、
考
”
試
の
關
門
を
通
じ
て
官
憲
に
入
る
も
の
の
間
に
は
、
身
分
的
連
帯
感
は
励
に
し
て
、
直
接
に
交
渉
の
あ
る
關
係
者
に
は
、
特
殊
な

　
　
同
志
的
結
合
が
生
じ
、
と
く
に
、
　
「
考
官
」
（
試
鹸
窟
）
と
及
第
の
「
進
士
」
と
の
間
は
、
緊
密
な
親
分
子
分
の
關
係
で
結
ば
れ
た
。
前
者

　
　
を
「
座
主
」
と
呼
び
、
後
者
は
み
つ
か
ら
「
門
生
」
と
稔
し
て
そ
れ
に
趨
附
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
唐
代
に
始
ま
り
、
こ
れ
は
有
司
が
私

　
　
恩
を
上
り
、
　
「
蕪
を
樹
て
て
公
に
背
く
」
へ
「
玉
肥
」
轡
三
）
こ
と
と
な
る
の
で
、
し
ば
し
ば
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
及
落
が
考
賞
に
よ

　
　
つ
て
左
右
さ
れ
る
以
上
、
爾
者
の
間
に
こ
の
や
う
な
驕
係
の
生
ず
る
こ
と
は
避
け
難
か
っ
た
。
し
か
し
、
宋
初
に
確
立
し
、
長
く
後
世
の

　
　
定
温
と
な
っ
た
、
天
子
み
つ
か
ら
が
「
省
試
」
の
及
第
者
を
再
試
す
る
「
殿
試
」
の
法
は
、
云
は
ぼ
進
士
を
天
子
の
「
門
生
」
と
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
と
と
な
っ
た
（
宋
の
馬
歯
の
雷
に
「
省
試
に
は
主
瑚
あ
り
。
殿
試
は
則
ち
天
子
座
主
な
り
。
鏡
、
他
入
の
門
生
と
謂
ふ
山
け
ん
や
」
と
あ
る
）
。
宋
の
仁

　
　
宗
の
嘉
鮪
二
年
以
後
、
　
「
殿
試
篇
で
は
た
穿
等
級
を
付
け
る
の
み
で
贈
落
が
無
く
な
っ
た
の
も
、
落
第
者
が
天
子
を
怨
み
、
反
王
朝
的
な

　
　
行
動
に
出
た
こ
と
が
そ
の
動
機
で
あ
る
と
云
ふ
（
王
縁
「
燕
翼
論
謀
録
」
巷
五
）
。
そ
の
上
、
宋
代
以
後
の
制
度
で
は
、
唐
時
の
い
は
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
羅
褐
試
」
（
鐙
選
）
が
無
く
な
り
、
　
「
殿
試
」
の
後
は
富
に
叙
せ
ら
れ
る
こ
と
＼
な
っ
た
か
ら
、
窟
職
は
君
主
の
恩
寵
と
し
て
與
へ
ら
れ

　
　
る
と
い
ふ
意
殊
を
持
つ
や
う
に
な
り
、
宮
僚
の
君
主
に
封
ず
る
内
面
的
蹄
依
を
強
化
す
る
心
理
的
紐
帯
と
な
っ
た
。
　
（
科
暴
以
外
の
官
吏
任

　
　
摺
法
で
あ
る
、
高
官
の
子
弟
に
一
定
限
度
の
窟
職
を
授
け
る
「
蔭
子
の
制
」
と
、
不
定
期
に
行
は
れ
る
「
舗
暴
し
は
、
官
職
が
天
子
の
恩
寵
で
あ
る
こ
と
を

　
　
よ
く
示
し
て
い
る
。
）
　
こ
れ
と
な
ら
ん
で
、
任
宮
に
あ
た
り
そ
の
本
籍
地
を
避
け
、
上
下
統
滋
…
の
鵬
係
に
あ
る
職
務
や
、
同
一
系
統
の
官
署

　
　
に
親
族
を
任
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
氏
族
の
勢
力
が
法
界
に
凝
固
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
と
と
も
に
、
中
央
政
府
に
よ
る
官
吏
の
監
察

　
　
制
度
と
、
岡
僚
又
は
上
嘗
を
直
接
上
級
窟
署
に
弾
劾
す
る
こ
と
を
認
め
る
糧
互
寿
言
の
慣
行
、
形
式
的
に
は
考
課
に
も
と
づ
き
通
例
随
じ

　
　
任
地
に
四
年
を
越
え
る
こ
と
の
な
い
頻
繁
な
交
響
、
こ
の
や
う
な
諸
方
策
を
通
じ
て
、
官
吏
群
が
ひ
と
つ
の
政
治
的
勢
力
に
攣
形
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
を
は
穿
ん
だ
。
そ
の
た
め
事
江
上
は
、
傳
統
に
よ
る
拘
束
と
、
そ
の
道
徳
的
霞
制
以
外
に
は
、
殆
ど
な
に
も
の
に
も
拘
縛
さ
れ
な
い
家

139　
　
　
　
　
　
「
讃
書
人
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
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折
儲
學
研
究
　
　
第
四
百
六
十
・
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

産
書
主
の
下
に
、
官
吏
と
し
て
の
特
灌
以
外
に
は
、
身
分
的
又
は
世
襲
的
な
特
灌
を
も
た
ず
、
地
位
の
保
謹
を
專
ら
君
主
の
恩
寵
に
ま
つ
、

そ
れ
故
に
き
は
め
て
地
位
の
不
安
定
な
政
治
的
臣
僚
が
、
支
配
集
團
と
し
て
嘗
僚
制
的
に
編
成
さ
れ
た
。

　
若
干
の
下
賎
な
職
業
身
分
（
一
般
に
、
娼
・
優
・
隷
・
卒
の
隣
つ
が
下
流
と
さ
れ
る
が
、
清
代
の
文
献
に
よ
れ
ば
こ
の
外
、
惰
罠
・
九
姓
漁
戸
・
課

戸
・
巧
戸
そ
の
他
が
あ
る
）
は
存
在
し
た
が
、
近
世
の
官
僚
制
は
個
人
の
資
格
を
重
親
す
る
か
ら
、
も
は
や
出
生
及
び
相
綾
の
原
理
に
も
と

つ
く
封
鎖
的
な
身
分
の
存
在
を
許
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
考
試
は
こ
れ
等
特
定
の
賎
民
以
外
の
何
人
も
受
験
し
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
支
配
集
團
を
被
支
配
露
頭
（
庶
民
）
の
中
か
ら
再
生
産
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
故
、
近
世
の
中
幕
で
は
、
専
制
的
な
家
産

君
主
の
下
に
身
分
的
差
甥
が
相
封
的
に
水
準
化
さ
れ
、
　
「
官
偏
と
な
る
「
事
書
人
」
と
「
庶
民
」
と
の
二
つ
の
身
分
的
階
暦
に
大
別
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
前
者
を
後
者
よ
り
随
掬
す
る
も
の
は
、
古
典
的
教
養
に
も
と
つ
く
統
一
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
爾
者
の
間
を

常
に
上
下
す
る
人
的
周
流
が
、
そ
の
身
分
的
疎
隔
を
阻
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
身
労
の
因
襲
的
表
現
は
、
既
に
見
た
や
う
に
、
　
「
涌
｝
婚
圏
し
で
あ
る
。
連
声
の
趙
彦
衛
は
、
　
「
唐
人
、
羅
・
三
等
の
姓
を
推
し
て
印
書

と
な
す
。
子
孫
貧
賎
と
い
へ
ど
も
、
家
み
な
世
に
重
ん
ぜ
ら
る
。
今
人
、
氏
族
の
こ
と
を
重
ん
ぜ
ず
。
王
公
の
女
も
し
貧
乏
な
ら
ば
、
盛

年
に
及
び
て
嫁
す
る
能
は
ざ
る
も
の
有
り
。
民
間
の
富
人
か
へ
っ
て
侯
門
と
婚
し
、
甲
科
（
優
等
で
及
第
し
た
進
士
）
を
婿
と
す
る
こ
と
を

得
べ
し
」
（
「
雲
麓
漫
鉛
」
二
三
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
唐
詞
五
代
の
餓
に
、
貨
族
の
「
譜
牒
」
（
系
幽
を
書
い
た
も
の
、
宋
以
後
、
譜
學
は
衰
へ
、

宋
代
に
で
き
た
「
元
和
姓
纂
」
。
「
姓
源
韻
譜
偏
等
は
、
信
矯
の
で
き
ぬ
假
託
で
あ
る
と
、
薬
代
の
文
献
に
見
え
て
い
る
）
が
散
供
し
、
誌
代
の
名
門
　
が

多
く
亡
び
た
こ
と
は
、
費
族
主
義
の
残
津
に
最
終
的
な
打
撃
を
與
へ
、
　
「
流
品
」
の
糊
念
に
も
大
な
る
愛
化
を
生
じ
た
。
か
つ
て
の
「
血

統
身
分
」
に
代
り
、
数
代
に
わ
た
り
高
級
官
僚
を
出
し
た
氏
族
や
、
學
者
の
輩
出
し
た
、
い
は
ゆ
る
「
書
香
」
の
家
が
、
近
世
の
中
國
で

は
、
就
會
的
威
光
を
か
ち
得
た
の
で
あ
る
。
　
「
富
費
」
と
か
「
功
名
し
と
い
ふ
油
女
が
、
學
閥
を
し
て
他
面
に
及
第
し
、
高
位
高
麗
に
登

る
こ
と
を
意
味
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
宋
人
の
教
訓
書
に
し
ば
し
ば
、
婚
姻
に
際
し
て
は
、
當
事
者
の
性
行
や

家
法
の
何
如
を
察
す
べ
き
で
、
　
「
勢
利
」
を
論
ず
べ
き
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
財
産
と
か
嘗
界
に
於
け
る
地
位
が
問
は
れ
た
こ
と



　
　
を
物
語
っ
て
い
る
。
縁
談
に
あ
た
っ
て
、
「
門
戸
相
當
」
と
か
「
門
當
戸
樹
」
と
い
ふ
こ
と
が
召
は
れ
る
の
も
、
そ
の
字
面
の
意
味
は
、

　
　
家
柄
の
封
等
で
あ
る
が
、
具
騰
馬
に
は
家
産
の
匹
敵
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
文
學
作
品
と
い
ふ
も
の
は
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
．
テ
ー
ヌ
も
云

　
　
つ
た
や
う
に
、
あ
る
暁
代
の
風
習
の
模
爲
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
数
世
紀
以
前
の
人
間
の
感
じ
方
や
考
へ
方
を
再
機
陣
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
の
で
あ
る
が
、
例
へ
ば
、
糸
屋
の
豊
那
で
あ
る
、
「
志
誠
張
主
管
」
（
「
京
本
遜
落
雪
読
篇
）
の
張
士
廉
が
、
王
招
宣
の
妾
で
あ
っ
た
女
を

　
　
婆
る
に
あ
た
り
、
　
「
門
戸
相
當
」
と
い
ふ
書
卓
が
使
は
れ
て
い
る
。
勿
論
、
漁
人
は
門
地
を
云
々
す
べ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
く
、
生
活

　
　
程
度
の
釣
合
ひ
を
云
ふ
の
で
あ
ら
う
し
、
元
人
の
「
謝
天
香
」
雑
劇
（
第
二
折
牧
羊
關
）
の
「
門
臓
柴
戸
臓
當
」
や
、
　
「
雨
着
集
」
（
「
花
燈

　
　
矯
蓮
女
成
佛
記
」
）
・
「
古
今
小
論
に
（
釜
四
）
・
「
醒
世
恒
書
」
（
轡
一
）
・
コ
一
刻
拍
案
驚
奇
」
（
巻
二
九
）
等
に
冤
出
さ
れ
る
「
門
當
戸
封
」
と
い

　
　
ふ
雷
葉
も
、
生
活
程
度
や
心
入
の
近
似
を
云
ふ
常
套
語
で
あ
り
、
身
分
的
な
家
格
の
封
等
を
云
ふ
概
念
で
は
な
い
。
「
古
今
小
説
扁
（
巷
一
一
）

　
　
や
「
醇
心
心
」
（
第
三
園
）
に
は
、
結
婚
の
繕
事
者
で
あ
る
男
女
落
雷
の
貧
富
の
相
違
が
、
不
幸
な
結
果
を
招
い
た
と
い
ふ
物
語
す
ら
あ
り
、

　
　
こ
と
に
「
醇
葺
石
」
の
作
者
は
、
富
裕
な
庶
人
の
娘
が
、
年
齢
的
に
も
不
釣
合
な
貧
乏
護
照
人
に
嫁
い
だ
こ
と
が
、
女
を
し
て
姦
通
に
趨

　
　
か
し
め
た
原
因
だ
と
し
て
い
る
の
は
、
甚
だ
現
饗
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
仕
寛
の
家
は
同
時
に
「
讃
書
人
」
で
あ
り
、
一
般
に
古
典
的

　
　
教
養
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
た
「
書
香
」
の
家
に
賢
し
て
は
、
財
産
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
慶
く
社
會
が
尊
敬
を
沸
つ
た
か
ら
、
庶
人
は
つ
と

　
　
め
て
か
や
う
な
家
と
の
逓
婚
を
希
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
殿
會
の
最
下
暦
に
位
置
し
た
、
聖
書
や
賎
民
の
身
分
的
疎
．
隔
も
い
ち
じ
る
し
く
緩
和
さ
れ
た
。
蒙
古
王
朝
の
初
期
に
は
一
時
影
響
が
膿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
な
み
い
　
か

　
　
止
さ
れ
、
総
じ
て
漢
人
の
「
文
儒
」
は
輕
親
塵
迫
さ
れ
て
、
引
時
の
民
間
で
は
、
「
儒
人
顛
倒
不
如
人
」
（
門
秋
胡
戯
妻
」
雑
劇
第
一
折
発
和
令
）

　
　
と
か
、
「
一
窟
、
二
吏
、
…
…
七
匿
、
八
柳
、
九
儒
、
十
再
」
（
「
謝
論
議
集
」
邊
方
伯
載
鋪
三
山
序
・
「
鄭
所
南
集
」
大
義
略
序
）
と
い
ふ
言
葉
す

　
　
ら
あ
る
。
し
か
し
、
彪
大
な
行
政
の
管
理
と
い
ふ
事
實
は
、
嘗
僚
制
的
に
編
成
さ
れ
た
入
的
機
梅
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
既
に
確
立
し
た

　
　
官
僚
制
そ
の
も
の
は
不
死
身
の
杜
會
形
象
と
し
て
存
魅
し
、
傳
統
的
な
考
試
欄
度
は
、
ほ
ゾ
八
十
年
に
し
て
再
製
…
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伸
つ

　
　
て
身
分
の
周
流
が
促
…
遮
さ
れ
、
隷
書
の
子
も
儒
學
を
修
め
て
考
試
に
慮
じ
、
宮
吏
に
な
る
も
の
も
あ
り
（
朱
緒
曾
「
開
無
雑
輔
翼
書
志
」
巷
四

痂　
　
　
　
　
　
「
譲
書
人
」
身
分
の
「
教
養
扁
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
三
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一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぼ

「
至
正
臨
託
」
條
）
、
卑
賎
な
胃
吏
よ
り
身
を
起
し
て
高
等
官
に
昇
進
す
る
も
の
も
あ
り
、
　
「
輿
隷
ま
た
流
晶
に
鏑
さ
る
」
（
「
元
三
」
選
士
志

序
）
と
云
は
れ
て
い
る
。
前
引
の
明
末
の
謝
肇
測
も
、
　
「
今
世
の
三
脚
、
混
清
の
極
と
い
ふ
べ
し
。
婚
婆
せ
ん
と
す
る
家
た
巨
財
勢
を
論

ず
る
の
み
。
奴
隷
よ
り
起
り
て
に
は
か
に
當
貴
を
得
る
あ
ら
ば
、
高
門
と
結
窪
し
、
華
冑
と
締
算
せ
ざ
る
も
の
な
し
」
　
（
「
五
雑
組
」
釜
一

四
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
奴
隷
も
讃
書
し
て
試
に
慮
じ
官
途
に
就
け
ば
、
士
人
と
通
具
し
ヨ
リ
上
層
の
身
分
圏
に
吸
牧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

清
朝
の
「
學
政
懇
書
」
に
よ
る
と
、
　
「
娼
・
優
・
隷
・
卒
」
の
南
流
と
、
山
西
。
険
西
の
「
樂
戸
」
（
政
治
犯
の
婦
女
を
官
に
呈
し
、
妓
籍
に

編
入
し
た
官
妓
）
、
漸
…
江
の
「
惰
民
」
、
癬
〔
東
の
「
蛋
艮
」
、
海
江
の
「
九
姓
漁
戸
」
　
（
清
朝
の
乾
隆
年
閥
に
断
江
巡
撫
で
あ
っ
た
納
蘭
常
安
に
す
ぐ

　
　
　
　
　
．
（
5
）

れ
た
報
告
が
あ
る
）
等
が
、
身
分
の
「
清
白
で
な
い
も
の
」
と
し
て
、
科
暴
に
慮
じ
、
府
州
縣
の
他
校
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
か
＼
る
差
溺
は
し
か
し
、
賎
覗
さ
れ
た
職
業
に
從
曝
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
四
姓
や
少
数
民
族
と
し
て

の
ユ
ダ
ヤ
人
の
や
う
に
、
宗
教
に
よ
っ
て
規
削
腿
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
身
分
的
隔
離
が
カ
ス
ト
的
構
成
に
ま
で
薮
心
し
た
こ
と

は
、
史
上
い
ま
だ
か
つ
て
無
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
ま
た
儒
教
の
教
義
と
も
相
容
れ
な
い
。
事
寳
、
清
朝
に
於
い
て
も
、
右
の
規
定
に
も
拘

ら
ず
、
賎
民
の
業
を
改
め
、
こ
れ
を
齊
罠
（
良
貫
）
と
な
さ
ん
・
と
す
る
努
力
が
、
し
ば
し
ば
官
府
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
本
族
親
支
四
代
清
白
な
も
の
に
限
り
、
考
試
に
嵩
じ
官
途
に
就
く
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
清
朝
の
名
門
で
あ
っ
た
質
政
は
、
富
裕
な
農
家
の
一
入
葦
子
に
、
自
分
の
娘
を
嫁
が
せ
よ
う
と
す
る
甥
に
賛
成
し
て
、
　
「
村
住
ひ
は
つ

ま
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
身
分
が
清
白
で
あ
り
、
子
供
が
學
問
に
熱
心
で
さ
へ
あ
れ
ば
、
た
い
し
た
出
世
が
で
き
る
も
の
だ
。
朝
廷
の
役

人
た
ち
で
も
、
み
な
が
み
な
都
城
丙
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
な
」
（
門
紅
綾
夢
」
＝
　
○
回
）
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
欝
葉
の
中
に
、
畜
産

家
僚
制
に
ふ
さ
は
し
い
庭
世
訓
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
初
期
に
考
試
制
度
が
確
立
し
て
以
來
、
も
っ
ぱ
ら
因
襲
的
な
そ
し
て
公
式

に
認
め
ら
れ
た
古
典
的
教
養
に
だ
け
に
基
づ
い
て
、
身
分
的
特
権
が
與
へ
ら
れ
、
身
分
的
上
昇
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
宋
の

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

暴
宗
皇
帝
の
「
渤
學
文
」
に
見
出
さ
れ
る
や
う
な
、
一
種
濁
特
の
庭
世
訓
が
登
結
し
た
の
で
あ
る
。
書
を
盗
む
こ
と
は
「
轍
を
干
め
る
」

た
め
で
あ
り
、
往
々
、
立
身
出
世
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
他
面
、
若
干
の
下
賎
な
職
業
身
分
が
毒
蛇
に
は
存
在



し
た
に
せ
よ
、
身
分
的
又
は
世
襲
的
な
、
君
主
の
恩
寵
に
基
づ
か
な
い
特
構
の
痕
跡
を
携
拭
し
て
し
ま
い
、

準
化
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

用
さ
れ
て
い
る
。
元
入
の
「
書
留
碑
」
難
劇
第
一
折
の
語
聾
滝
の
せ
り
ふ
の
中
に
、

案
驚
奇
」
・
「
柳
齋
志
異
偏
。
「
儒
林
外
史
偏
等
の
通
俗
文
學
中
に
し
ば
し
ば
引
か
れ
て
い
る
。

身
分
的
差
別
の
絶
え
ざ
る
・
水

「
家
塵
官
僚
舗
」
と
い
ふ
概
念
は
、
周
知
の
や
う
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
…
バ
…
に
負
ふ
。

李
肇
「
屠
園
史
補
偏
巻
上
に
見
え
る
。

「
制
墨
扁
と
は
科
暴
の
中
で
、
臨
時
に
人
才
を
登
用
す
る
た
め
の
試
験
で
、
天
子
親
ら
嵩
題
す
る
。

愈
文
豹
「
唾
玉
集
」
（
張
宗
群
校
訂
「
吹
剣
録
全
編
」
所
牧
）

納
爾
常
安
「
寛
游
筆
詑
」
磐
ご
七

日
本
入
に
は
「
古
文
眞
費
」
に
よ
っ
て
周
知
の
「
旗
宗
皇
帝
渤
學
文
」
は
、
實
は
作
者
不
明
。
南
宋
末
の
李
之
彦
「
東
谷
所
見
」
に
は
既
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
箭
賢
情
語
」
と
し
て
引
用
す
る
ほ
か
、
「
琵
琶
記
」
・
「
初
編
拍

口
敏
養
と
身
分
倫
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
近
世
に
於
け
る
「
曝
書
温
し
又
は
「
士
大
夫
」
と
い
は
れ
た
晒
暦
は
、
ひ
と
つ
の
身
分
層
で
あ
っ
た
。
　
「
讃
書
人
」
階
暦
に
身
分
的
統

　
　
一
性
を
與
へ
る
も
の
は
、
そ
の
有
す
る
特
殊
な
古
典
的
教
養
で
あ
る
。
習
俗
や
言
語
を
異
に
す
る
廣
大
な
版
圖
に
搬
が
り
、
時
に
は
異
民

　
　
族
の
平
服
王
朝
の
下
に
在
っ
て
、
な
ほ
か
つ
中
國
文
化
の
統
一
性
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
古
典
的
教
養
と
儒
教
倫
理
の
据
ひ
手
で
あ
っ
た

　
　
身
分
暦
の
統
一
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
一
般
的
に
云
へ
ば
、
支
配
構
造
に
依
っ
て
文
化
が
影
響
さ
れ
る
中
で
、
い
ち
ば
ん
強
い
攻
撃
を
受
け
る
領
域
は
、
　
「
教
育
」
の
分
野
で

　
　
あ
る
。
政
治
梅
成
膿
が
い
か
な
る
構
造
を
取
る
か
に
よ
っ
て
、
教
育
制
度
は
い
ち
じ
る
し
い
避
暑
を
示
し
た
。
支
配
的
な
身
分
暦
は
常
に

　
　
そ
れ
特
有
の
教
蕎
制
度
を
通
じ
て
、
か
＼
る
身
分
に
ふ
さ
は
し
い
後
楽
者
を
陶
冶
し
再
生
産
す
る
か
ら
、
教
育
の
内
容
と
形
式
と
は
一
定

脚　
　
　
　
　
　
「
讃
書
入
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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｝
穴

の
類
型
的
な
展
開
を
と
げ
、
す
べ
て
の
現
實
性
あ
る
教
育
論
は
、
身
分
の
基
礎
の
上
に
成
立
し
た
。
家
産
密
事
剃
に
見
ら
れ
る
固
有
の
教

育
類
型
は
、
窟
途
に
就
く
こ
と
を
匿
的
と
す
る
「
教
養
」
と
い
ふ
形
式
を
と
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
、
「
経
世
濟
民
設
（
政
治
を
す
る
こ
と
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
「
要
用
」
（
政
治
に
役
給
せ
る
こ
と
）
と
い
ふ
書
誤
で
呼
び
慣
は
さ
れ
て
い
る
や
う
な
、
極
め
て
功
利
主
義
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な

り
、
教
養
の
主
内
容
を
な
す
「
経
學
」
や
「
史
學
」
が
、
そ
れ
自
身
を
昌
的
と
す
る
「
學
」
　
（
を
鶉
Φ
霧
。
ゲ
鋤
ε
と
し
て
成
立
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
。
士
大
夫
は
つ
ね
に
自
己
の
存
在
を
、
云
は
穿
、
　
「
國
家
と
休
戚
を
と
も
に
す
る
」
と
い
ふ
、
國
家
的

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
使
命
感
に
結
び
つ
け
、
も
っ
と
も
完
成
さ
れ
た
形
で
は
、
自
己
を
欝
欝
さ
る
べ
き
「
理
念
し
に
奉
仕
す
る
手
段
で
あ
る
と
晃
被
す
、
　
一

種
濁
特
の
身
分
的
男
持
i
節
義
一
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
王
朝
の
更
迭
に
際
し
、
勝
朝
（
箭
王
朝
）
の
士
大
夫
に
し
て
、
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
タ
　
ン

爾
警
君
の
た
め
「
身
を
以
て
殉
ふ
」
も
の
が
す
く
な
く
な
か
っ
た
の
は
、
宋
以
後
の
歴
史
に
特
徴
的
な
類
型
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な

こ
と
に
つ
き
趙
翼
が
、
　
「
宋
に
憤
り
、
士
大
夫
は
じ
め
て
干
渉
を
重
ん
ず
る
は
、
ま
こ
と
に
儒
羽
繕
明
な
る
に
よ
る
。
人
み
な
禮
義
に
相

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
な

維
れ
背
く
に
忍
び
ず
。
詩
書
の
世
教
に
功
あ
る
は
淺
鮮
か
ら
ず
」
（
「
阪
絵
叢
考
」
魯
や
七
）
と
逡
べ
て
い
る
の
は
、
籔
義
と
儒
學
と
を
因
果

蹄
鷹
の
繋
馬
に
於
い
て
考
へ
る
限
り
、
循
環
論
謹
た
る
を
謝
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
も
原
始
儒
教
に
は
全
く
無
縁
な
、
　
「
節
義
」
を
潜
く

道
徳
論
が
、
近
撹
儒
教
に
於
い
て
騰
系
化
さ
れ
た
の
は
、
新
儒
教
の
捲
ひ
手
で
あ
っ
た
の
が
、
集
権
的
家
産
官
僚
綱
國
家
の
官
僚
で
あ
っ

た
こ
と
の
必
然
的
な
蹄
結
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
官
途
に
就
い
て
官
品
を
賜
は
り
、
秩
隷
に
あ
り
つ
く
こ
と
は
、
い
つ
に
論
難
の
恩
寵
と

兇
倣
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
節
義
」
の
観
念
は
、
子
の
親
に
封
ず
る
家
父
長
主
義
的
な
内
面
的
麟
依
を
、
そ
の
ま
＼
七
言
瀾
係
に
あ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
め
、
臣
僚
の
君
主
に
封
ず
る
内
薗
的
な
献
身
を
読
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
、
無
品
位
の
倫
理
　
（
妻
貯
琶
亀
σ
Q
｝
＾
①
岡
墓
五
一
渥
）
で
あ
る
。

幾
分
強
引
に
輩
純
化
す
れ
ば
、
近
世
の
讃
書
人
1
1
富
僚
は
、
庶
人
に
封
ず
る
限
り
に
於
い
て
、
統
合
的
構
成
要
素
と
し
て
の
身
分
雷
名
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ユ
ル
デ
エ

を
も
つ
た
が
、
話
調
そ
れ
は
、
家
産
震
主
に
封
ず
る
爵
位
の
喪
失
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
た
、
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
周
知
の
や
う
に
、
革

命
を
量
画
す
る
原
始
儒
教
は
、
君
距
の
關
係
を
、
君
臣
は
「
義
」
を
以
て
合
す
る
も
の
で
、
　
「
義
」
が
合
へ
ば
君
駈
と
な
る
が
、
合
は
ざ

れ
ば
去
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
臣
下
の
品
位
を
前
提
と
し
て
臣
從
道
徳
を
論
い
た
。
　
「
君
の
臣
を
曇
る
こ
と
手
足
の
如
く
な
れ
ば
、
臣
の



　
　
潜
を
親
る
こ
と
腹
心
の
如
し
。
書
の
臣
を
競
る
こ
と
犬
馬
の
如
く
な
れ
ば
、
臣
の
震
を
謝
る
こ
と
國
人
の
如
し
」
（
孟
子
）
と
い
ふ
の
は
、

　
　
震
臣
の
關
係
が
絶
封
的
な
も
の
で
は
な
く
、
急
撃
的
な
反
封
給
付
の
受
授
が
慧
智
と
な
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
封
建
制
、

　
　
こ
と
に
感
由
な
臣
從
制
（
＜
器
。
。
舞
籠
目
鐸
）
、
と
り
わ
け
封
土
授
與
（
び
①
ぴ
①
瓢
ω
零
①
ω
Φ
口
）
と
い
ふ
形
態
を
と
る
封
建
舗
は
、
行
爲
の
構
成
的
な

　
　
動
機
で
あ
る
「
金
轡
」
、
及
び
、
自
由
に
さ
＼
げ
且
つ
ま
も
ら
れ
る
個
人
的
な
「
忠
誠
」
（
8
3
∬
o
）
に
訴
へ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
し
エ
ン
ス
ヴ
　
ゼ
ン

　
　
（
竃
窪
川
ど
く
の
び
Φ
び
層
く
窪
窪
∩
7
9
h
8
β
p
侮
○
の
器
穿
。
げ
鋒
酢
v
ω
‘
“
幽
q
っ
「
）
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
原
始
儒
家
の
幾
寅
は
、
封
建
制
度
に
封
ず
る
近
親
性

　
　
を
示
し
て
い
る
が
、
　
「
無
品
位
の
倫
理
」
は
、
家
産
制
的
露
主
支
配
の
所
産
で
あ
り
、
嘗
僚
の
身
分
倫
理
と
し
て
、
近
世
に
於
い
て
は
じ

　
　
め
て
原
理
的
に
完
結
を
み
た
の
で
あ
る
。
（
明
末
清
初
の
黄
宗
藏
・
墨
留
良
・
唐
弧
等
が
、
國
家
を
自
己
の
私
有
財
産
と
晃
乱
す
家
産
君
主
の
専
留
場

　
　
配
と
、
家
父
長
主
義
的
な
霞
從
道
徳
と
を
批
判
し
た
と
き
、
現
賢
批
判
の
準
則
を
、
理
想
化
さ
れ
た
古
代
の
「
封
建
」
の
世
に
求
め
た
理
論
的
根
嫉
は
こ

　
　
こ
に
あ
る
。
）

　
　
　
経
史
の
素
養
と
な
ら
ん
で
、
作
詩
作
文
を
中
心
と
す
る
文
學
的
教
養
が
、
士
大
夫
の
生
活
に
於
い
て
璽
要
な
教
養
と
考
へ
ら
れ
、
詩
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
慮
酬
唱
物
は
、
就
交
に
敏
く
こ
と
の
で
き
ぬ
た
し
な
み
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
近
世
の
護
書
人
に
と
っ
て
、
　
「
身
分
壁
高
讐
し
に
堪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
へ
う
る
隈
り
で
の
、
美
的
「
遊
戯
」
（
も
D
℃
芭
）
は
、
わ
ず
か
に
限
ら
れ
た
活
動
範
園
を
も
つ
に
と
穿
ま
り
、
維
世
の
燭
と
結
び
つ
か
な
い

　
　
文
藝
は
輕
蔑
さ
れ
、
　
「
文
人
」
と
い
ふ
心
葉
が
、
し
ば
し
ば
財
僻
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
の
は
、
叢
書
人
が
な
に
よ
り
も
嘗
試
又
は
そ
の
候

　
　
補
者
と
し
て
、
統
一
的
な
「
身
分
馬
を
形
成
し
た
こ
と
に
よ
る
。
貴
族
主
義
的
な
心
構
に
つ
ち
か
は
れ
た
非
合
理
的
な
耽
美
的
生
活
、
虚

　
　
飾
と
高
贈
、
遊
戯
と
藝
術
的
雰
園
氣
、
敗
徳
的
な
「
美
」
を
迫
求
す
る
こ
と
、
目
的
合
理
的
な
志
向
を
飲
い
た
と
い
ふ
意
味
で
の
諸
悪
、

　
　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
家
産
當
僚
に
固
有
な
功
利
主
義
の
封
趣
に
あ
る
。
實
族
主
義
の
優
越
し
た
魏
琶
六
朝
の
時
代
に
は
、
文
章
そ
れ
法
身
の

　
　
自
足
的
な
償
値
を
主
張
す
る
、
云
は
ず
藝
術
家
的
嗜
好
が
見
出
さ
れ
る
し
（
噴
油
「
評
論
」
論
文
篇
。
葛
洪
「
抱
朴
子
」
文
行
篇
・
尚
博
篇
）
、

　
　
文
高
上
で
も
外
形
的
な
鶏
鉾
に
重
き
を
冠
く
「
四
六
文
」
が
流
行
し
た
。
當
時
流
行
し
た
「
賦
」
に
は
多
分
に
遊
戯
的
傾
向
が
あ
る
。
高

　
　
隙
的
・
遊
戯
的
な
「
清
談
」
は
、
元
來
、
有
閑
的
な
貨
族
層
の
杜
交
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
し
、
　
「
世
読
薪
語
」
汰
修
篇
に
製
出
さ

199
　
　
　
　
　
　
「
護
書
人
」
身
分
の
「
激
養
」
と
「
倫
理
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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哲
學
研
究
　
第
四
百
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

れ
る
や
う
な
、
一
切
の
経
至
上
合
理
的
な
行
爲
の
封
書
に
あ
る
豪
薯
は
、
特
権
あ
る
身
分
暦
の
威
光
欲
に
根
ざ
し
て
い
る
。
自
己
の
存
在

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
使
命
感
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
特
樺
あ
る
身
分
層
に
は
無
縁
で
あ
る
。
彼
等
特
有
の
欲
求
は
、
そ
の
あ
り
方
の
も
つ
領
値
を
誇
示
す

る
こ
と
で
あ
る
。
非
合
理
的
な
奢
修
や
、
翫
存
の
臼
常
的
な
規
範
（
艘
法
）
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
ふ
意
味
で
の
「
放
達
』
と
か
「
任
誕
」

を
、
こ
と
さ
ら
に
衝
期
す
る
の
も
、
常
識
的
・
日
常
的
な
も
の
を
無
親
す
る
と
い
ふ
黙
に
於
い
て
、
彼
等
の
威
光
欲
が
満
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
南
朝
の
い
は
ゆ
る
「
宮
髄
」
の
詩
に
は
、
敗
徳
的
な
美
へ
の
憧
潔
が
歌
は
れ
、
糖
じ
て
南
朝
の
文
學
に
は
、
當
時
の
宮
廷
や
費
族

の
淫
修
な
生
活
を
投
影
す
る
耽
美
的
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。

　
「
門
閥
支
配
」
が
心
情
の
あ
り
方
を
通
じ
て
及
ぼ
す
影
響
を
受
け
た
、
か
よ
う
な
籔
族
主
義
的
傾
向
は
、
近
世
に
於
け
る
家
産
官
僚
麟

の
確
立
に
よ
っ
て
、
次
第
に
克
服
さ
れ
た
。
唐
一
代
は
な
ほ
そ
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
家
父
畏
主
義
的
な
家
産
綱
は
、
支

配
的
な
身
分
暦
の
心
情
に
根
づ
よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
特
有
の
政
治
的
又
は
就
會
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
を
形
成
す
る
が
、
さ
う
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ペ
ン
ス
フ
ユ
　
ル
ン
グ

と
に
よ
っ
て
、
き
は
め
て
特
徴
的
な
生
活
様
式
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
前
漢
の
…
揚
雄
（
前
五
三
…
後
一
八
）
の
「
法
言
」
吾
子
篇
や
、
魏
の
曹
植
（
一
九
二
…
二
三
二
）
の
「
輿
楊
徳
観
書
し
（
「
文
選
」
所
感
）
に
は
、

鍵
賦
を
睡
下
す
る
や
う
な
口
吻
が
見
ら
れ
る
し
、
或
は
後
漢
の
何
休
（
＝
一
九
一
一
八
二
）
の
「
公
羊
傳
序
」
に
は
、
　
「
古
意
を
治
め
て
文

章
を
貴
ぶ
も
の
、
こ
れ
を
俗
儒
と
い
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
左
傳
三
者
で
あ
っ
た
鄭
衆
・
費
蓬
を
攻
撃
す
る
た
め
の
書
葉
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
、
特
に
文
學
を
蔑
親
し
た
の
で
は
な
い
。
全
謄
と
し
て
四
徴
紀
ま
で
は
経
學
と
文
學
と
が
並
列
し
て
、
又
は
来
分
化
の
ま
＼
行
は
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
文
學
を
経
學
に
封
比
し
て
こ
と
さ
ら
に
晒
下
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
慢
の
経
學
者
か
ら
は
輕
薄
な
文
士
と
見
倣

さ
れ
て
い
る
司
馬
穣
如
に
嫁
し
て
も
、
　
「
史
記
」
は
賞
讃
の
露
寒
を
吝
し
ま
な
か
っ
た
し
、
階
代
の
経
東
之
劉
絃
で
す
ら
、
馬
融
・
鄭
玄

等
の
純
然
た
る
経
諜
者
と
並
べ
て
「
涌
…
人
」
（
博
學
な
人
）
と
し
て
逸
遊
し
て
い
る
。
た
穿
文
人
の
輕
薄
と
か
斜
行
が
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
個
々
の
文
人
の
行
爲
で
あ
っ
て
、
文
學
そ
れ
自
身
を
疑
下
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
差
響
の
劉
宋
の
畷
か
ら
「
文
學
」
が
「
儒
學
」
か
ら
分
化
し
猫
立
す
る
や
う
に
な
り
、
萢
曄
（
三
九
八
一
認
四
五
）
の
「
後
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

書
し
が
、
は
じ
め
て
「
文
苑
傅
」
と
い
ふ
項
嵐
を
劇
亡
し
、
こ
れ
が
歴
代
の
正
史
に
受
け
つ
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
南
宋
末
の
王
鷹
麟

　
（
＝
一
二
三
1
ご
一
九
六
）
が
、
「
文
苑
傳
東
漢
に
始
ま
っ
て
よ
り
、
文
始
め
て
卑
し
」
（
「
闘
學
紀
聞
」
巷
十
三
考
史
）
と
云
ふ
の
は
、
近
世
の

士
大
夫
に
固
有
な
考
へ
方
で
あ
っ
て
、
　
「
後
漢
書
」
の
作
ら
れ
た
時
代
の
意
識
で
は
な
い
。
貴
族
主
義
の
優
越
し
た
當
時
に
於
い
て
は
、

「
文
學
」
は
儒
學
と
は
手
立
に
、
貴
族
層
の
遊
戯
と
し
て
竃
馬
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
劉
宋
の
文
帝
（
四
〇
七
一
四
五
三
）
が
、
二
尊
・

二
男
・
史
學
の
三
門
の
外
に
、
携
に
文
學
館
を
設
立
し
た
の
も
、
　
「
文
章
志
」
が
撰
述
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
も
、
文
學
が
尊
重
さ
れ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
貴
族
暦
の
生
活
に
と
っ
て
、
文
藝
は
非
常
に
重
要
な
乾
會
的
意
味
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
遊
戯
的
藝
術
に
饗

す
る
嗜
好
、
有
用
姓
の
う
ち
に
そ
の
存
在
理
由
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
美
し
い
が
故
に
役
立
た
な
い
使
用
漆
黒
を
生
溜
様
式
に
取
り
入
れ

よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
支
配
的
地
位
を
維
持
す
る
た
め
の
す
ぐ
れ
た
手
段
で
あ
る
身
分
的
威
光
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

朝
の
正
史
の
梅
湊
に
は
、
　
「
文
義
を
好
む
」
と
か
「
文
義
を
愛
す
」
と
い
ふ
表
現
が
、
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
が
、
中
で
も
名
だ
た
る
文
學

の
士
は
、
殆
ど
世
族
で
あ
っ
た
。
門
地
の
故
に
特
擢
を
も
つ
身
分
層
は
、
家
産
官
僚
と
異
っ
て
、
蔓
擬
か
ら
與
へ
ら
れ
た
「
官
職
」
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

と
つ
い
て
、
身
分
的
名
讐
を
受
け
取
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
国
家
の
外
に
あ
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
鯛
家
と
の
一
騰
感
が
稀
薄
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
（
「
陵
鍮
叢
考
」
巷
十
七
、
六
朝
忠
臣
無
殉
筆
者
條
参
照
）
、
家
産
官
僚
の
行
爲
の
規
範
意
識
に
於
い
て
は
、
安
逸
荒
怠
と

見
倣
さ
れ
る
や
う
な
、
眼
前
の
快
樂
を
追
求
し
謳
歌
す
る
傾
向
が
あ
り
（
糊
代
の
清
談
家
、
魏
習
の
頃
銀
作
さ
れ
た
「
拍
子
」
楊
朱
篇
の
快
樂
主

義
）
、
そ
の
時
代
の
詩
文
に
は
、
人
生
の
憂
を
刹
那
の
歓
樂
に
よ
っ
て
清
散
せ
ん
と
す
る
、
一
疋
の
頽
慶
感
が
看
取
さ
れ
る
（
例
へ
ば
、
「
文

選
」
の
古
詩
十
九
首
、
曹
蒸
の
「
興
呉
質
書
」
、
曹
敏
の
樂
府
「
露
礁
」
、
そ
の
父
曹
操
の
樂
府
「
短
歌
行
偏
、
陶
潜
の
「
雑
詩
」
其
一
等
を
見
よ
）
。

　
け
れ
ど
も
、
「
門
閥
支
配
」
が
終
り
を
つ
げ
、
國
家
の
官
僚
が
す
べ
て
等
覚
と
し
て
考
試
制
度
を
通
じ
て
選
按
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
官

産
窟
僚
鰯
が
磯
卜
す
る
に
俘
っ
て
、
こ
の
や
う
な
構
成
膿
は
、
そ
れ
に
も
っ
と
も
適
合
し
た
教
育
と
身
分
倫
理
と
を
育
成
し
た
。
家
産
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

僚
制
は
、
近
代
癒
會
の
純
熟
制
の
や
う
に
專
門
教
育
を
受
け
た
官
吏
を
要
求
し
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
教
育
は
、
前
婦
の

　
　
　
　
「
讃
書
人
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



922

　
　
　
　
折
曙
學
研
殖
九
　
」
簸
叩
四
百
由
ハ
ゐ
1
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

や
う
に
、
窟
途
に
就
く
こ
と
を
全
的
と
す
る
「
教
養
」
と
い
ふ
形
式
を
と
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
す
ぐ
れ
て
文
學
的
な
性
格
を
も
っ
た
。
近

世
中
國
の
士
大
夫
は
、
專
門
的
な
「
職
業
入
」
と
し
て
富
僚
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
「
購
書
人
」
で
あ
り
、
主
業
で
あ
る
と

同
時
に
、
忍
者
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
身
分
的
な
誇
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
重
囲
の
「
諦
書
入
」
は
、
そ
れ
故
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
現
認
肯
定
・
環
世
内
禁
欲
が
生
み
出
し
た
職
業
人
・
專
門
人
じ
σ
段
¢
ゆ
出
⇒
篇
勲
閥
。
ぴ
導
①
塁
。
｝
μ
Φ
昌
と
は
、
ま
さ
に
正
反
封
の
概
念
で
あ
る
。
）
從
っ

て
、
教
育
の
目
的
と
す
る
所
は
、
專
門
知
識
の
注
入
で
は
な
く
、
経
史
の
學
と
詩
文
の
才
を
兼
備
し
た
、
多
爾
的
人
間
性
を
開
思
し
、
儒

教
的
な
意
味
で
道
徳
的
に
完
成
さ
れ
た
「
教
養
人
』
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
富
僚
と
な
っ
て
も
、
　
「
購
書
萬
巻
な
る
も
律
を
護
ま

ず
」
（
蘇
賦
「
思
子
由
」
詩
）
と
云
ひ
、
　
「
專
ら
法
律
を
用
ひ
、
詩
書
を
忘
れ
る
」
（
「
雨
渓
応
諾
」
）
こ
と
は
、
中
國
の
家
産
窟
吏
の
慮
世
訓
と

は
桐
容
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
法
勢
家
的
な
「
専
門
人
」
は
、
む
し
ろ
「
俗
吏
」
と
し
て
疑
下
さ
れ
、
あ
れ
胆
管
灘
な
法
典
編
纂
の
歴

吏
を
も
ち
な
が
ら
、
法
曹
者
の
身
分
は
終
に
威
嚇
し
な
か
っ
た
し
、
又
一
方
、
詞
章
の
専
門
家
と
し
て
の
「
文
人
」
は
、
繧
史
の
素
養
を

敏
く
と
い
ふ
限
り
に
於
い
て
、
輕
蔑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
近
世
の
士
大
夫
は
、
人
文
主
義
的
な
「
教
養
人
」
た
ら
ん
と
し
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
、
文
學
的
素
養
を
奪
璽
す
る
が
、
　
「
家
産
官
僚
」
と
し
て
就
會
的
に
優
越
し
た
身
分
層
を
形
成
し
て
い
た
か
ら
、
経
世
の
用
と
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
な
い
文
藝
上
の
活
動
を
蔑
親
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
な
傾
向
は
、
家
産
君
主
が
門
閥
に
燃
し
て
勝
利
を
博
し
、
身
分
秩
序
の
再
編
成
が
開
始
さ
れ
た
遷
代
か
ら
、
家
産
宮
僚
の
身

分
倫
理
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
例
へ
ば
、
潜
行
瞼
（
穴
一
九
一
六
八
二
）
は
唐
初
の
高
禽
で
あ
る
が
、
　
「
士
の
遠
き
を
致
さ
ん
と
せ
ば

（
宮
吏
と
し
て
出
世
す
る
こ
と
）
、
器
識
を
先
に
し
て
文
藝
を
後
に
す
」
と
云
ひ
、
尊
親
・
楊
燗
等
の
い
は
ゆ
る
初
唐
四
恩
中
の
詩
人
も
、
斜

高
に
し
て
欝
豫
を
享
く
る
に
足
ら
ぬ
と
匂
し
て
い
る
し
（
墨
譜
「
大
藩
新
語
」
巻
網
）
、
秋
仁
傑
（
六
〇
七
…
七
〇
〇
）
は
、
則
天
武
后
の
諮
問

に
答
へ
て
、
文
士
は
天
下
の
政
務
に
任
凝
す
こ
と
は
で
き
ぬ
と
退
け
て
い
る
（
「
醤
唐
書
」
秋
仁
傑
俺
）
。
上
元
元
年
（
七
穴
○
）
の
劉
嶢
の
上

疏
文
の
中
に
、
　
「
礼
部
の
士
を
取
る
や
、
專
ら
文
章
を
以
て
甲
乙
を
な
す
。
故
に
天
下
の
士
、
皆
徳
行
を
舎
て
て
文
藝
に
趨
く
。
朝
に
科

畢
ζ
登
り
、
タ
拭
飛
辟
に
焔
る
も
の
あ
り
。
月
に
萬
言
を
論
ず
と
い
へ
ど
も
、
何
ぞ
治
艦
に
か
か
は
ら
ん
。
文
、
七
歩
に
成
り
て
、
い
ま



　
　
だ
人
を
化
す
る
に
足
ら
ず
」
（
「
逓
典
」
管
十
七
選
暴
五
）
と
あ
る
の
は
、
た
と
へ
曹
植
の
や
う
な
詩
才
が
あ
っ
て
も
、
繧
世
の
用
に
役
立
た

　
　
ぬ
こ
と
を
云
ふ
が
（
蒋
植
が
七
歩
の
間
に
詩
を
作
っ
た
こ
と
は
「
轍
設
新
語
」
文
學
篇
に
見
え
る
）
、
考
試
に
於
い
て
文
章
を
霊
ん
ず
る
こ
と
は
、

　
　
唐
一
代
を
通
じ
て
不
攣
の
方
針
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
し
ば
し
ば
進
士
の
浮
薄
な
こ
と
が
非
難
さ
れ
、
課
題
中
よ
り
詩
賦
を
除
く
こ
と
が

　
　
建
議
さ
れ
た
。
杜
甫
の
詩
に
す
ら
、
　
「
文
章
は
一
小
技
、
道
に
於
い
て
重
し
と
な
さ
ず
」
（
『
始
華
陽
椥
小
府
し
詩
）
と
い
ふ
句
が
あ
る
。
宋

　
　
の
洪
遊
は
こ
れ
を
一
時
の
失
言
と
し
て
い
る
が
（
「
容
齋
離
日
偏
巷
十
六
）
、
し
か
し
、
杜
甫
に
は
「
謙
賦
の
工
な
ん
ぞ
盆
あ
ら
ん
」
　
（
「
陪
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
廣
文
游
何
將
軍
山
林
扁
ナ
脇
門
四
）
と
い
ふ
句
も
あ
り
、
自
ら
経
世
の
抱
負
を
詠
じ
た
詩
も
す
く
な
か
ら
ず
見
串
さ
れ
、
例
へ
ば
、
　
「
窮
年
無

　
　
み

　
　
元
を
憂
へ
、
歎
息
腸
内
に
熱
す
」
（
「
冑
京
赴
奉
兜
縣
詠
懐
一
封
）
と
か
、
「
誰
か
よ
く
震
門
を
叩
き
て
、
令
を
下
し
て
従
賦
を
減
ぜ
し
め
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
「
繍
花
石
成
扁
詩
）
と
い
ふ
詩
は
、
そ
の
「
君
を
得
て
民
を
安
ん
ぜ
ん
」
と
い
ふ
心
情
に
於
い
て
、
孟
子
に
似
て
い
る
と
さ
へ
評
せ
ら
れ

　
　
た
（
黄
徹
「
懇
渓
詩
話
」
轡
一
）
。
「
杜
甫
詩
を
作
り
、
韓
堅
実
を
作
る
に
、
一
字
と
し
て
來
庭
な
き
は
な
し
」
（
黄
庭
堅
）
と
い
ひ
、
「
杜
漏
み

　
　
な
出
厭
あ
り
」
（
劉
塘
）
と
云
ふ
の
も
、
主
と
し
て
寸
書
の
語
を
た
く
み
に
駆
使
し
て
い
る
こ
と
を
賞
讃
し
た
の
で
あ
る
。
李
白
に
就
い
て

　
　
も
、
　
「
聖
人
の
書
に
あ
ら
ざ
れ
ば
望
ま
ず
」
（
李
陽
泳
）
と
云
は
れ
、
詩
人
を
評
論
す
る
に
、
経
學
の
素
養
と
経
世
の
念
を
失
は
ぬ
こ
と
が

　
　
稔
揚
さ
れ
て
い
る
。
詩
文
に
於
い
て
一
般
に
「
典
雅
篇
で
あ
る
こ
と
が
賞
讃
さ
れ
て
い
る
の
も
、
嵐
ハ
騰
的
に
は
、
用
語
や
嚢
想
が
、
経
書

　
　
や
史
籍
に
出
典
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
経
史
の
語
文
を
、
あ
だ
か
も
己
に
出
つ
る
が
如
く
驕
使
す
る
こ
と
を
諭
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
讃
書

　
　
入
」
心
意
の
間
で
繧
史
の
素
養
が
奪
重
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
卑
俗
な
通
俗
文
藝
の
中
で
す
ら
「
経
史
語
」
が
用
ひ
ら
れ
、
時
に
は
維
史
の

　
　
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
や
う
な
こ
と
が
行
は
れ
た
（
例
へ
ば
、
売
の
馬
寮
蓮
・
載
天
挺
の
難
劇
、
明
の
郡
環
の
「
香
嚢
託
」
等
）
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
・
経
書
を
積
極
的
に
「
文
」
の
基
礎
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
は
、
唐
の
古
文
家
に
始
ま
る
が
、
宋
代
の
道
學
者
は
更
に
進
ん
で
、
文
章
は

　
　
道
徳
を
響
く
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
読
き
、
朱
子
學
の
先
醗
と
な
っ
た
程
願
（
一
〇
三
三
i
＝
〇
七
）
な
ど
は
、
　
「
文
を
作
る
こ
と
は
道

　
　
に
害
あ
り
」
と
ま
で
云
っ
て
い
る
（
「
二
程
選
書
」
巻
十
八
）
。
朱
子
（
一
一
三
〇
一
＝
～
○
○
）
自
身
は
、
す
ぐ
れ
た
作
家
で
あ
っ
た
が
、
韓

　
　
愈
や
欧
陽
修
の
文
學
に
晃
出
さ
れ
る
遊
戯
的
傾
向
に
強
い
不
満
の
意
を
も
ら
し
て
い
る
（
門
朱
子
全
書
」
倦
五
八
）
。
け
れ
ど
も
、
輪
橋
は
も

螂　
　
　
　
　
　
「
讃
書
入
扁
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



924

　
　
　
　
　
誓
墨
丁
研
兜
九
　
第
四
｝
日
山
ハ
⊥
T
・
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
】
】

と
よ
り
欧
陽
修
も
、
主
観
的
に
は
経
學
を
も
つ
と
も
重
硯
し
、
歓
陽
修
の
詩
に
は
、
「
文
章
無
レ
用
量
二
叢
石
叩
名
爵
過
レ
耳
若
二
飛
蝿
一
」
と

い
ふ
句
す
ら
あ
る
。
清
朝
の
文
章
家
の
一
流
派
で
あ
る
世
帯
派
の
文
士
は
、
専
ら
朱
子
學
を
修
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
派
の
中
心
人
物

で
あ
る
銚
蕪
（
一
七
三
一
…
一
八
一
五
）
の
云
ふ
義
理
・
詞
章
・
考
糠
の
兼
備
設
は
、
恐
ら
く
系
譜
的
に
は
欧
陽
修
に
由
來
す
る
で
あ
ら
う
。

宋
の
劉
摯
（
一
〇
三
〇
i
一
〇
九
七
）
は
子
孫
を
戒
め
、
「
士
は
ま
さ
に
鑑
識
を
以
て
先
と
な
す
べ
し
。
ひ
と
た
び
為
し
て
文
人
と
な
ら
ば
、

観
る
に
足
る
な
し
」
と
教
へ
た
と
紫
ふ
（
「
宋
史
」
巻
三
四
〇
劉
攣
傳
）
。
こ
の
言
葉
は
、
文
人
を
疑
下
す
る
臨
的
で
後
世
し
ば
し
ば
引
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

れ
る
が
、
清
初
の
顧
節
劇
も
云
ふ
や
う
に
、
　
「
経
術
を
識
ら
ず
、
古
今
に
通
ぜ
ず
、
自
ら
命
づ
け
て
文
人
と
い
ふ
」
も
の
は
、
す
く
な
く

も
近
世
に
於
い
て
は
（
甚
だ
し
く
蔑
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
顧
炎
武
「
営
林
文
集
〕
巻
四
輿
入
書
十
八
・
「
飛
知
鍮
」
巻
十
九
。
方
東
樹
「
即
応
揚

郷
」
巻
下
論
文
人
條
参
照
）
。
経
史
の
學
は
、
そ
の
教
読
が
経
世
の
用
に
役
立
つ
と
い
ふ
功
利
的
な
意
味
を
も
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
蚕
業
主

義
的
な
家
産
國
家
は
、
儀
禮
と
故
實
の
割
り
所
を
こ
こ
に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
遊
戯
的
な
輩
な
る
詞
章
の
技
は
、
　
「
無
用
の
図
書
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

見
倣
さ
れ
、
宮
産
宮
守
た
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
た
近
世
の
護
書
人
の
「
教
養
」
に
と
っ
て
は
、
身
分
的
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ

こ
と
＼
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
相
面
的
に
登
展
を
と
げ
た
貨
幣
維
濟
の
基
礎
に
立
つ
集
擢
的
家
産
窟
僚
制
の
下
で
、
家
産
官
僚
に
適
合
し
た
身
分
倫
理
は
、
商
業
そ
の

他
の
螢
利
行
爲
に
封
ず
る
敵
硯
の
緩
和
と
い
ふ
原
則
的
な
黙
で
、
市
罠
的
な
方
向
へ
の
傾
斜
を
示
し
た
。
傳
統
的
な
儒
教
倫
理
は
、
農
を

「
本
」
、
と
し
て
こ
れ
を
鋤
讃
す
る
と
と
も
に
、
商
工
を
「
離
業
末
事
」
と
し
て
抑
墜
す
る
。
そ
れ
は
、
古
典
的
儒
教
が
そ
こ
に
生
ひ
立
つ

た
土
壌
が
、
費
物
経
濟
が
優
勢
で
あ
る
上
に
、
技
術
的
理
智
…
手
段
が
登
達
せ
ず
、
合
埋
的
な
租
視
制
度
を
と
と
の
へ
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
か
ら
、
王
朝
の
國
駆
収
入
は
殆
ど
農
民
麿
の
創
翁
に
備
記
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
と
に
儒
家
の
理
想
と
す
る
肚
會

が
、
農
業
経
濟
に
立
脚
す
る
古
興
的
世
界
で
あ
り
、
理
想
化
さ
れ
量
感
周
三
代
の
封
建
秩
序
の
形
式
で
あ
る
限
り
、
商
業
は
全
艦
と
し
て

著
し
く
敵
親
さ
れ
た
。



　
　
　
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
近
忌
中
國
に
於
い
て
、
集
権
的
家
産
宮
脊
髄
が
張
撫
す
る
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
王
朝
の
「
重
商
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
近
世
強
面
歴
代
王
朝
に
よ
っ
て
組
織
的
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
、
特
定
の
物
品
の
濁
占
的
な
官
費
と
か
（
蠣
・

　
　
茶
・
酒
・
香
・
菰
野
）
、
民
間
の
商
人
に
一
定
の
サ
ー
ビ
ス
又
は
手
数
料
・
上
納
金
と
引
換
へ
に
、
特
椹
あ
る
商
業
濁
占
を
特
許
す
る
と
い

　
　
ふ
形
式
は
（
茶
法
．
墜
法
）
、
田
賦
や
商
費
に
封
ず
る
課
税
と
と
も
に
、
國
嬢
の
需
要
充
足
に
と
っ
て
訣
く
こ
と
の
で
き
な
い
源
泉
で
あ
っ

　
　
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
管
理
す
る
も
の
は
家
産
富
僚
で
あ
る
か
ら
、
下
僚
と
し
て
地
方
に
赴
任
し
、
行
政
に
た
つ
さ
は
る
近
世
の
士
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
溢
し
て
、
昏
昏
的
な
民
生
状
況
と
経
濟
問
題
に
封
ず
る
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
身
分
的
な
責
務
と
概
ず
る
や
う
な
、
し
か
も
、
責
任
倫

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
理
的
な
（
く
潔
き
蒙
皇
§
α
Q
ω
②
疑
ω
魯
）
接
近
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
と
云
ふ
の
は
、
家
産
窟
僚
の
職
務
上
の
量
質
は
没
主
観
的
な
業
務
で

　
　
あ
り
、
彼
等
は
そ
の
職
務
上
の
業
績
に
基
づ
い
て
利
釜
と
昇
進
と
を
受
取
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
近
世
士
大
夫
の
身
分

　
　
倫
理
に
、
功
利
的
・
市
民
的
な
性
格
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
例
へ
ば
、
歓
陽
修
・
毒
忌
等
の
文
學
の
士
や
、
司
馬
光
・
朱
燕
等
の

　
　
文
集
に
も
、
具
量
的
な
民
生
・
経
濟
問
題
を
論
じ
た
文
章
が
見
出
さ
れ
る
が
、
彼
等
は
職
業
的
に
は
な
に
よ
り
も
國
家
の
宮
僚
で
あ
っ
た
。

　
　
又
、
い
は
ゆ
る
奏
議
類
に
罵
す
る
述
作
に
し
て
も
、
漢
人
の
著
作
や
唐
の
朝
距
の
文
章
に
見
出
さ
れ
る
や
う
な
、
内
容
の
室
疏
な
漠
然
と

　
　
し
た
経
世
濟
民
論
は
減
り
、
一
般
に
食
貨
志
に
紀
載
さ
れ
る
や
う
な
時
事
的
な
心
慰
問
題
を
具
艦
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
近
世
の
誓
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
入
一
1
官
僚
の
特
色
で
あ
る
。
中
國
思
想
史
上
で
は
む
し
ろ
異
端
的
な
倫
理
學
で
あ
る
、
　
「
心
学
倫
理
」
（
○
①
ω
ぼ
ゆ
償
⇔
碧
①
浄
昂
）
の
立
場
に

　
　
立
ち
、
行
爲
の
償
値
判
断
の
準
則
を
心
情
の
純
粋
性
（
℃
鼠
蓼
ヨ
。
吋
p
。
訂
）
に
求
め
る
朱
子
學
で
す
ら
、
　
「
明
臆
」
と
岡
時
に
「
適
言
」

　
　
又
は
「
達
用
」
を
設
い
た
。
こ
れ
は
云
は
穿
、
　
「
心
情
」
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
正
心
誠
意
」
を
貴
ぶ
こ
と
と
と
も
に
、
官
僚
に
省
慮
し

　
　
い
「
事
功
」
を
計
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
、
帥
ち
「
明
麗
」
に
聾
慮
す
る
も
の
は
、
　
「
心
情
倫
理
」
で
あ
り
、
後
者
、
師
ち
「
適
用
」
に

　
　
封
慮
す
る
も
の
は
「
責
任
倫
理
」
（
切
。
お
⑦
①
野
捧
甲
く
Φ
窮
緊
妻
。
露
鄭
σ
q
ω
Φ
匪
昂
）
で
あ
る
。
宋
・
元
・
瞬
・
清
を
遙
じ
て
、
朱
子
學
の
旛
ひ

　
　
手
で
あ
っ
た
も
の
は
家
産
宮
僚
で
あ
る
か
ら
、
思
想
史
的
に
見
れ
ば
、
「
全
騰
大
群
」
と
か
「
明
騰
適
用
」
と
い
ふ
標
語
の
下
に
、
「
理
學
」

　
　
と
「
経
世
濟
艮
篇
と
の
有
機
的
な
結
合
を
考
へ
る
こ
と
が
、
こ
の
派
の
傳
統
と
な
っ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
明
末
清
里
の
唐
頸
の
「
潜
書
し

働　
　
　
　
　
　
「
讃
書
人
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

269
　
　
（
と
く
に
辮
儒
・
良
功
の
爾
篇
）
、
金
蘭
の
「
閲
微
草
堂
筆
記
」
、
李
汝
珍
の
「
鏡
花
縁
」
（
第
十
一
翻
欝
子
國
條
）
等
に
は
、
朱
子
學
に
固
有
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
無
責
任
性
を
俘
つ
た
「
心
情
倫
理
」
が
、
現
實
に
は
い
か
に
迂
遠
な
も
の
で
あ
る
か
を
巧
み
に
挟
別
し
て
い
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
朱
子

　
　
學
の
徒
も
、
　
「
治
生
」
を
重
ん
じ
、
生
産
の
業
に
磁
心
を
示
し
た
の
は
、
彼
等
が
家
産
宮
僚
と
し
て
國
政
の
責
任
を
分
慰
し
て
い
た
こ
と

　
　
に
よ
る
（
朱
子
の
「
砒
倉
法
」
、
「
元
史
」
金
離
群
舞
に
見
え
る
南
帯
末
の
朱
子
學
者
金
履
群
の
「
海
道
圃
燕
の
建
議
」
な
ど
は
適
切
な
政
策
で
あ
っ
た
。

　
　
又
、
「
全
盛
大
嶺
」
の
具
艦
化
と
し
て
「
大
鵬
」
の
旨
趣
を
世
俗
的
な
行
政
面
に
生
か
さ
う
と
し
た
、
明
の
伊
欝
の
「
大
倉
軍
艦
補
し
は
、
朱
子
學
の
事
功

　
　
思
想
を
よ
く
表
境
し
て
い
る
）
。

　
　
　
〆
鯖
、
宋
儒
の
「
明
騰
適
摺
」
と
か
「
全
騰
大
腰
」
と
い
ふ
概
念
は
、
　
「
修
身
正
意
」
が
そ
の
ま
＼
「
始
端
畢
天
下
」
に
つ
な
が
る
、

　
　
換
書
す
れ
ば
、
擬
人
の
修
養
に
よ
る
道
徳
的
陶
上
が
、
直
ち
に
欝
欝
の
道
徳
化
を
結
果
す
る
と
理
解
す
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
前
提
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
含
ん
で
い
る
。
朱
子
學
の
徒
が
し
ば
し
ば
迂
遠
な
り
と
評
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
。
と
云
ふ
の
は
、
こ
の
や
う
な
前
提

　
　
に
立
つ
倫
理
読
は
、
個
人
に
封
し
て
、
す
で
に
馳
會
は
充
分
に
合
理
的
で
あ
る
か
の
如
く
行
冠
せ
よ
と
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
の

　
　
「
宋
嚢
の
仁
」
に
よ
っ
て
周
知
の
や
う
に
、
　
「
君
子
は
人
を
距
に
困
め
ず
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
疑
ひ
も
な
く
「
仁
義
」
の
表
現
で
あ
る
だ

　
　
ら
う
。
し
か
し
、
こ
の
命
題
を
一
義
的
に
解
し
、
絶
欝
的
な
倫
理
的
命
令
と
し
て
受
取
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
仁
義
を
行
っ
た
」
が
故
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
荊
楚
に
破
ら
れ
て
國
を
失
っ
た
徐
の
償
王
と
か
宋
の
比
量
は
、
言
々
と
し
て
の
費
任
を
放
棄
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ら
う
か
。
も

　
　
し
、
道
徳
法
則
の
す
べ
て
の
命
令
が
、
　
「
汝
の
行
爲
の
格
率
が
普
遍
的
立
法
の
原
理
で
あ
り
う
る
や
う
に
行
話
せ
よ
」
と
い
ふ
一
般
的
定

　
　
式
で
表
現
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
や
う
な
定
式
は
、
そ
こ
で
は
各
人
の
「
善
」
が
萬
人
の
「
善
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
逆
で
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
と
こ
ろ
の
、
完
全
に
倫
理
的
に
合
理
化
さ
れ
た
同
質
的
な
凝
集
…
…
李
詳
説
の
い
は
ゆ
る
｛
、
震
子
國
」
一
…
を
假
定
し
な
い
限
り
、
現

　
　
簑
的
に
は
挫
折
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
實
の
瀧
會
は
、
相
互
に
異
っ
た
、
時
に
は
矛
膚
拝
格
す
る
幾
多
の
道
徳
法
購
の
下
に
置
か
れ
て
を

　
　
り
、
そ
れ
ら
を
ど
こ
か
で
妥
協
さ
せ
調
稲
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
世
の
秩
序
は
保
ち
得
な
い
の
で
あ
り
、
一
般
に
駄
會
的
行
為
は
、

　
　
そ
れ
が
倫
理
的
に
意
味
あ
る
隈
り
、
　
「
正
し
い
こ
と
が
不
正
で
あ
り
、
不
正
な
こ
と
が
正
し
い
」
（
司
鉱
民
置
皆
巳
v
§
島
｛
o
鼠
…
ω
鑓
搾
）



　
　
と
云
ふ
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
妖
巫
の
書
置
が
婁
毒
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
ル
ー
テ
ル
が
、
職
事
に
資
す
る
倫
理
的
豊
里
を
、
山
家
の
公
樫
力
に
離
し
、

　
　
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
原
理
的
に
信
仰
防
禦
の
手
段
と
し
て
の
カ
を
認
め
た
こ
と
は
、
や
は
り
「
爾
暑
書
」
の
倫
理
的
命
令
の
、
現
實
砒
會
に
封
ず
る
妥
協
で

　
　
あ
る
。
）
　
と
こ
ろ
が
宋
儒
の
汎
紳
論
的
哲
學
に
よ
れ
ば
、
宋
儒
は
「
理
砿
を
以
て
宇
宙
間
に
存
在
す
る
個
物
に
内
在
し
て
、
そ
れ
に
窮
極

　
　
的
儂
値
を
輿
へ
る
と
と
も
に
、
こ
の
「
理
」
は
同
時
に
個
物
を
超
越
し
て
、
宇
宙
そ
の
も
の
に
慣
値
を
賦
屈
す
る
、
世
界
の
根
本
原
理
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
あ
る
と
し
た
。
か
＼
る
世
界
の
原
理
と
し
て
の
「
理
」
は
、
自
然
界
の
物
理
的
秩
序
と
し
て
、
或
は
、
・
祇
會
の
道
徳
法
則
と
し
て
存
在
す

　
　
る
と
と
も
に
、
同
一
の
「
即
し
は
分
殊
し
て
、
　
「
本
然
の
性
」
と
し
て
人
間
性
に
内
在
す
る
。
從
っ
て
、
個
入
が
修
養
を
積
み
、
卑
下
を

　
　
去
っ
て
「
本
然
の
性
」
（
天
理
）
に
循
ふ
こ
と
は
、
同
時
に
継
會
規
範
（
天
理
）
に
循
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
個
人
が
修
養
を
積
み
自
己
霞

　
　
身
を
改
善
す
る
こ
と
が
、
山
面
の
道
徳
化
を
も
た
ら
す
と
考
へ
ら
れ
、
こ
の
や
う
な
意
味
で
、
「
騰
」
で
あ
る
「
心
術
」
と
、
「
用
」
に
あ

　
　
た
る
「
政
術
」
と
の
合
一
…
…
云
は
穿
話
媒
介
な
直
接
的
な
統
一
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
朱
子
學
の
倫
理
設
は
本
來
、
　
「
心
」

　
　
を
主
ど
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
理
學
家
の
多
く
は
周
時
に
官
産
官
僚
で
あ
っ
た
か
ら
、
政
治
的
な
功
利
思
想
が
「
適
用
扁
と
し
て
取
り
入

　
　
れ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
一
方
向
富
の
蓄
積
を
積
極
的
に
是
認
し
、
傳
統
的
な
倫
理
の
重
墜
か
ら
解
放
す
る
や
う
な
思
想
も
生
じ
た
。
朱
子
と
瞬
時
代
の
陳
亮
は
、

　
　
宋
學
の
主
流
が
「
心
性
」
を
重
覗
す
る
の
に
反
し
、
「
適
用
」
を
主
と
し
（
「
龍
川
文
集
一
轡
二
〇
輿
口
元
晦
秘
書
）
、
官
途
に
在
る
も
の
は
官

　
　
事
に
践
む
べ
く
、
　
「
道
徳
性
命
」
を
云
々
す
る
の
み
で
、
貿
務
を
輕
競
す
る
こ
と
を
強
く
戒
め
（
感
喜
｝
五
、
邊
呉
允
戒
蓬
幹
序
）
、
野
球
の

　
　
友
人
葉
適
も
、
「
功
利
」
の
無
い
「
道
義
」
は
無
用
の
虚
語
で
あ
る
と
云
ひ
（
「
蟹
學
詑
雷
序
降
」
巻
二
三
）
、
記
者
は
と
も
に
「
事
功
」
を
重

　
　
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
葉
適
は
、
儒
家
の
傳
統
で
も
あ
り
、
こ
の
後
も
一
部
の
復
古
的
な
朱
子
學
者
に
よ
り
く
り
か
へ
し
主
張
さ
れ

　
　
た
、
時
代
錯
誤
な
封
建
・
井
田
恢
復
論
に
反
封
し
、
　
「
古
今
時
を
異
に
す
れ
ば
、
古
を
言
ふ
は
今
に
通
ぜ
ず
」
と
云
ひ
、
時
勢
に
適
合
し

　
　
た
法
度
の
あ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
（
「
水
心
文
集
」
轡
三
法
度
総
論
一
）
、
兼
併
を
抑
舗
せ
ん
と
し
て
、
富
人
を
敵
解
す
る
こ
と
を
非
難
し
、
租

　
　
税
徴
牧
を
地
方
の
富
者
に
請
負
せ
て
い
た
、
家
産
並
家
の
利
刃
を
代
熱
し
て
い
る
。
「
富
人
は
、
小
聖
の
田
の
無
い
も
の
に
は
自
分
の
土
地

吻　
　
　
　
　
　
「
譲
書
人
」
身
分
の
「
教
養
し
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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折
田
墨
・
研
究
　
　
第
四
薫
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
六

を
貸
し
、
資
力
が
な
け
れ
ば
、
銭
を
貸
し
て
耕
作
に
從
は
せ
る
。
商
人
・
手
工
業
者
・
俳
優
そ
の
他
の
痴
人
等
も
、
み
な
富
人
に
た
よ
っ

て
生
活
す
る
。
又
、
政
府
が
地
方
官
に
押
し
つ
け
る
雑
多
な
経
費
の
捻
出
を
、
地
方
宮
は
富
人
に
調
達
さ
せ
る
。
し
て
み
れ
ば
富
人
は
州

縣
の
本
で
あ
り
、
上
下
の
た
よ
る
所
で
あ
る
。
富
者
が
厚
く
財
を
積
み
貨
殖
を
は
か
る
と
し
て
も
、
そ
の
勢
子
を
思
へ
ば
當
然
の
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
」
（
「
水
心
文
集
別
集
」
巷
二
民
事
丁
）
。
財
貨
の
均
分
を
設
き
、
限
田
を
読
く
こ
と
が
、
長
ら
く
儒
教
倫
理
の
傳
統
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧

み
れ
ば
、
こ
の
や
う
な
主
張
は
、
新
な
纏
濟
倫
理
の
鵠
現
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
（
「
宋
史
」
林
働
傳
・
「
鶴
林
玉
露
」
巻
七
等
に
よ
れ
ば
、
岡

時
代
の
朱
燕
・
張
拭
等
は
、
一
種
の
限
田
法
を
論
い
た
林
鋤
の
「
本
政
書
し
を
稻
揚
し
て
い
た
。
）
宋
代
以
來
、
地
方
窟
と
し
て
赴
任
し
た
士
大
夫
は
、

退
官
後
も
本
籍
に
節
へ
ら
ず
、
在
官
中
に
地
位
を
利
用
し
て
蓄
積
し
た
財
産
を
土
地
に
投
資
し
、
そ
の
ま
＼
任
地
に
寄
寓
し
て
地
方
の
富

豪
と
な
る
も
の
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
「
勢
家
は
田
防
晒
を
連
ね
て
、
し
か
も
賦
税
な
き
も
の
あ
り
」
（
「
割
勘
」
孫
子
着
局
）
と
か
、
「
彊

宗
鍾
室
、
肝
心
糊
ひ
望
み
、
無
税
の
田
多
く
、
下
戸
こ
れ
が
た
め
に
産
を
破
る
」
（
「
宋
史
」
食
貨
志
）
と
抱
摘
さ
れ
て
い
る
や
う
に
、
徴
税

の
封
象
と
し
て
官
府
の
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
墾
田
が
、
冨
豪
に
兼
併
せ
ら
れ
、
細
民
は
そ
の
佃
戸
（
小
作
人
）
と
な
っ
て
全
家
の
諌

求
を
菟
か
れ
ん
と
し
た
。
こ
の
や
う
な
畜
人
に
よ
る
兼
併
は
、
宋
元
明
を
通
じ
て
進
行
し
、
と
く
に
明
代
で
は
江
南
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。

清
潔
の
顧
炎
武
の
引
用
す
る
明
人
の
「
寄
庄
議
」
に
も
、
民
生
の
安
定
と
い
ふ
功
利
的
な
立
場
か
ら
、
富
人
の
兼
併
を
積
極
的
に
肯
定
す

る
や
う
な
説
が
晃
闘
さ
れ
る
（
「
天
下
郡
墨
焼
図
書
」
逓
行
本
巻
十
四
、
江
南
二
）
。
蓋
し
、
佃
農
（
小
作
人
）
は
地
主
に
私
租
を
蔵
し
、
地
主
た

る
富
戸
は
政
府
に
公
租
を
牧
め
る
と
い
ふ
形
態
の
下
に
、
近
世
の
家
産
國
家
は
、
か
＼
る
富
戸
に
徴
税
を
請
負
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
む
し
ろ
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
と
な
り
、
い
は
ゆ
る
「
濁
」
（
減
貌
）
は
、
地
主
の
公
租
を
減
算
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
佃
戸
の
私
租

を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
（
「
元
史
」
成
宗
紀
に
、
私
租
減
免
の
こ
と
が
紀
録
さ
れ
て
い
る
の
は
稀
有
の
例
で
あ
る
。
清
初
の
周
桑
工
の
「
山
影
扁
雀

懸
に
も
、
こ
の
こ
と
を
特
筆
し
て
い
る
）
。
さ
れ
ば
、
象
併
を
獅
制
す
べ
く
、
儒
教
の
傳
説
で
あ
る
弁
田
説
や
、
董
仲
好
（
箭
漢
の
経
評
者
）
に

由
來
す
る
隈
田
説
が
、
時
に
好
古
の
士
に
よ
つ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
佃
戸
綱
そ
の
も
の
が
王
朝
の
利
盆
に
固
く
結
び

つ
い
て
い
た
限
り
、
家
産
官
僚
の
経
濟
倫
理
は
、
富
家
の
衆
併
を
素
魚
化
す
る
方
向
へ
傾
い
た
の
雪
、
あ
る
。
例
へ
ば
、
明
溢
泌
初
の
朱
子
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學
者
張
履
群
は
、
田
主
と
佃
戸
と
の
蘭
係
を
、
封
建
諸
侯
が
土
地
人
民
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
へ
、
田
主
た
る
富
室
は
自
ら
佃
β
を

監
督
し
、
私
事
を
牧
め
る
に
あ
た
っ
て
、
つ
と
め
て
寛
櫨
を
加
ふ
べ
き
こ
と
を
戒
め
（
「
楊
園
全
集
」
農
書
下
）
、
乾
隆
二
十
一
年
刊
行
の

　
「
圃
民
事
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
地
方
に
県
民
の
あ
る
こ
と
は
、
貧
罠
の
福
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
官
の
福
で
あ
る
。
も
し
築
日
よ
り

　
こ
れ
を
優
遇
し
て
お
く
な
ら
ば
、
凶
歳
に
あ
た
っ
て
穀
類
の
騰
貴
し
た
と
き
に
も
、
彼
等
は
必
ず
窟
の
指
揮
に
副
っ
て
米
穀
を
提
供
す
る

で
あ
ら
う
。
し
て
み
れ
ば
、
皇
民
は
地
方
を
利
す
る
こ
と
す
く
な
か
ら
ず
、
憲
畏
の
あ
る
こ
と
は
官
の
爾
で
あ
る
」
　
（
翻
身
、
遇
寓
民
無
禮

則
緩
急
無
所
情
條
）
と
い
ふ
設
す
ら
晃
え
て
い
る
。

　
こ
の
や
う
な
佃
戸
制
は
、
徴
税
技
術
の
上
か
ら
王
朝
の
利
盆
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
正
時
の
士
大
夫
に
と
っ
て
、
祉
會
的
威
光
を
保

謹
す
る
に
足
る
や
う
な
特
殊
な
生
活
様
式
を
維
持
す
る
に
、
田
租
牧
入
は
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
で
あ
っ
た
。
身
分
的
因
襲
に
慮
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
教
育
を
そ
の
子
弟
に
施
し
、
官
僚
と
な
っ
て
も
幕
賓
（
私
費
で
ま
か
な
は
れ
る
顧
問
團
）
を
も
っ
と
か
、
身
分
的
な
あ
り
方
に
俘
ふ
出
費
、

あ
の
ネ
ェ
ポ
テ
ィ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
家
族
制
度
の
重
墜
に
堪
へ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
根
覆
し
い
議
事
の
維
持
が
あ
っ
て
始
め
て
可
能

な
の
だ
。
そ
の
場
合
、
財
産
の
蓄
積
は
、
家
産
君
主
と
そ
の
宮
吏
群
と
の
奔
放
な
恩
寵
や
恣
意
に
左
右
さ
れ
易
い
司
法
と
行
政
の
基
盤
で

は
、
灌
利
の
駿
州
が
不
安
定
な
た
め
、
こ
の
ん
で
不
動
産
化
さ
れ
た
。
例
へ
ば
、
北
宋
の
萢
仲
掩
は
、
一
族
の
子
弟
の
た
め
「
桜
田
」
を

設
け
、
こ
こ
よ
り
上
る
田
租
心
入
を
、
教
育
の
資
金
と
冠
婚
獲
祭
の
費
に
充
て
た
と
云
ふ
（
「
耳
元
畢
案
」
巻
三
）
。
こ
れ
は
後
世
の
丁
丁
の

さ
き
が
け
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
種
の
方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
一
般
に
申
閣
の
家
産
全
家
は
、
そ
の
構
造
上
の
蹄
結
と
し
て
、
傳
統
的
な
形
式
に
背
反
す
る
経
無
上
の
革
新
に
封
し
て
は
、
冷
や
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

不
信
の
念
を
も
つ
て
封
縛
し
、
　
「
憂
法
」
は
そ
れ
故
、
い
つ
も
最
初
は
傳
統
主
義
の
は
げ
し
い
抵
抗
に
遭
遇
し
た
　
（
例
へ
ば
、
王
女
石
）
。

國
家
は
し
か
し
、
國
庫
の
需
要
を
充
足
す
る
範
士
ま
で
に
し
か
、
所
有
の
配
分
に
積
極
的
な
干
渉
を
加
へ
な
い
の
が
常
で
あ
り
、
傳
統
の

、
拘
束
と
固
定
化
を
難
く
る
領
域
の
外
に
あ
る
、
窟
僚
の
僧
人
的
な
欝
財
殖
産
は
、
倫
理
的
な
考
慮
を
別
と
す
れ
ば
、
殆
ど
放
任
さ
れ
て
い

た
か
ら
、
賞
吏
暦
の
も
つ
特
価
的
な
地
位
に
縫
俘
す
る
蓄
財
の
機
會
は
、
致
寵
の
源
泉
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
例
へ
ば
、
年
に
六
十
四
萬

　
　
　
　
　
「
譲
書
人
」
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
畢
研
究
　
　
第
匹
百
六
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
八

斜
の
田
租
を
得
て
い
た
南
宋
の
張
俊
、
家
門
衰
替
し
た
十
時
に
於
い
て
さ
へ
な
ほ
十
饒
萬
緒
の
年
攻
の
あ
っ
た
秦
伯
和
（
秦
檜
の
孫
）
、
天

下
の
欝
家
の
首
位
に
居
る
と
云
は
れ
た
明
の
単
弁
・
世
蕃
父
子
ー
ー
こ
の
や
う
な
豪
審
は
し
ば
し
ば
高
級
宮
遷
と
將
帥
、
又
は
窟
宮
の
中

に
冤
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
明
初
に
廻
避
の
法
が
興
り
、
ま
た
、
科
墾
に
慮
ず
る
も
の
は
、
そ
の
本
籍
に
從
っ
て
一
定
の
受
験
地

を
規
定
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
、
宋
以
來
の
士
大
夫
流
寓
の
風
は
息
み
、
彼
等
は
本
籍
地
に
欝
る
こ
と
と
な
っ
た
結
果
、
邊
黒
し

た
富
吏
や
そ
の
子
弟
は
、
い
は
ゆ
る
郷
紳
と
し
て
里
中
に
豪
題
し
、
人
民
の
田
朧
を
率
爾
す
る
も
の
も
あ
り
、
　
「
明
史
」
の
列
傳
や
明
人

の
奏
疏
類
に
は
、
往
々
、
こ
れ
等
量
紳
の
轡
悪
が
詑
載
さ
れ
て
い
る
。
給
事
中
・
御
史
等
を
差
遣
し
、
官
吏
を
考
察
す
る
制
度
や
そ
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

賄
を
取
締
る
法
的
規
定
は
あ
っ
た
が
、
法
の
形
式
的
實
定
性
が
確
立
せ
ず
、
法
秩
序
の
維
持
を
職
業
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
法
曹
者

身
分
の
成
立
し
な
か
っ
た
家
産
國
家
の
基
盤
で
は
、
取
締
り
に
當
る
塩
魚
に
「
人
を
得
れ
ば
」
効
果
的
で
あ
っ
た
が
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
そ

れ
は
多
く
の
場
合
、
ひ
と
つ
の
弊
を
除
か
ん
と
し
て
、
新
な
弊
を
嫁
す
結
果
と
な
っ
た
。

　
勿
論
、
一
定
の
秩
緑
を
隠
家
か
ら
受
取
る
官
吏
に
と
っ
て
、
　
「
廉
直
」
で
あ
る
こ
と
が
、
理
想
と
さ
れ
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

産
窟
僚
の
身
分
倫
理
は
、
欝
利
行
爲
を
忌
翻
す
る
こ
と
に
、
身
分
的
な
品
位
を
見
畠
す
と
い
ふ
黙
に
於
い
て
、
　
「
市
民
道
徳
」
と
心
立
す

る
。
從
っ
て
、
　
「
卿
大
夫
捜
し
て
家
に
鯨
財
な
き
は
爽
臣
な
り
」
と
云
は
れ
、
　
「
自
費
は
貧
賎
に
如
か
ず
」
と
云
ふ
箴
書
も
あ
り
、
　
「
貧

に
安
ん
ず
る
こ
と
」
を
衝
ふ
や
う
な
傾
向
が
あ
る
。
　
（
中
隔
の
本
書
人
の
碑
傳
文
一
墓
誌
と
か
私
的
に
書
か
れ
た
傳
記
に
は
、
某
々
は
も
と
家
貧

と
無
ふ
こ
と
を
紀
写
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
種
の
多
雨
と
し
て
疑
い
ら
れ
た
常
套
語
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
麟
に
、
こ
の
種
の
文
章
で
は
、
そ
の

入
の
不
利
盆
な
こ
と
、
悪
い
面
は
全
く
書
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
こ
と
に
「
天
理
」
と
「
人
欲
」
と
を
倫
理
的
に
二
者
澤
一
的
な
も
の
と

考
へ
る
朱
子
學
に
於
い
て
は
、
　
「
欝
」
を
「
人
賦
」
の
現
は
れ
と
し
て
敵
棄
す
る
倫
理
設
を
生
じ
た
。
し
か
し
、
　
「
憲
を
な
す
は
仁
を
害

す
」
（
草
陰
）
と
い
ふ
道
徳
意
識
は
、
環
實
肚
會
の
日
常
生
活
に
湿
し
て
は
、
た
ん
に
誠
命
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
最
高
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
倫
理
的
要
求
で
は
あ
る
が
、
無
常
道
徳
に
封
し
て
は
決
定
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
髭
勝
會
に
於
い
て
は
、
も
ろ
も
ろ
の
道
徳
的

義
務
と
繭
立
し
得
る
隈
り
で
の
「
富
」
は
、
塁
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
學
に
固
有
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
云
は
穿
、
畳
者



　
　
の
宗
教
慧
識
（
≦
溝
§
ω
o
葭
①
罵
σ
q
δ
も
。
博
裁
け
）
が
も
つ
要
求
で
あ
っ
て
、
賑
常
的
な
大
衆
道
徳
に
封
し
て
決
定
的
意
義
を
も
た
な
か
っ
た
。

　
　
（
例
へ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
命
乞
の
o
o
蕊
観
矯
①
〈
§
σ
q
象
＄
は
、
聖
な
る
生
活
の
恩
寵
を
輿
へ
ら
れ
て
い
る
者
の
特
励
な
倫
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
衆
に
影

　
　
響
を
及
ぼ
し
、
又
及
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
豪
華
・
・
筆
下
ρ
弾
で
は
な
い
。
）
そ
れ
故
、
朱
子
學
的
な
「
規
範
意
識
」
は
、
ひ
と
た
び
現
實
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
と
ま
に
　
あ
み
り
て
め

　
　
「
存
在
秩
序
」
に
農
協
づ
け
ら
れ
る
と
、
迂
愚
な
拘
縛
と
な
る
か
（
わ
が
江
戸
時
代
の
戯
作
者
山
東
京
傳
の
「
孔
子
緬
子
時
藍
染
」
は
た
く
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
）
、
或
は
、
「
規
範
」
の
側
か
ら
「
存
在
」
に
遽
恥
し
、
現
饗
の
事
態
に
ア
ジ
ャ
ス
ト
す
べ
く
、
「
規
範
」
本
來
の

　
　
リ
ゴ
ラ
ス
な
内
實
を
稀
薄
に
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
中
國
哲
學
に
於
い
て
は
、
既
存
の
道
徳
法
則
と
現
賢
の
事
態
と
の
閤
に
距
離
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ズ
イ
ス
テ
イ
シ
ユ
　
　
ヘ
　
へ

　
　
じ
た
と
き
、
そ
の
距
離
を
埋
む
べ
き
、
云
は
穿
臨
機
の
法
則
と
し
て
既
知
の
諸
法
購
か
ら
決
疑
論
的
に
登
晃
さ
る
べ
き
自
然
法
的
規
範
を
、

　
　
「
灌
」
と
題
す
る
が
、
相
互
に
矛
盾
す
る
道
徳
法
は
二
者
澤
一
的
な
「
義
務
の
衝
突
」
と
は
な
ら
ず
、
規
範
を
現
實
的
事
態
に
適
合
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
め
る
や
う
な
優
協
が
常
に
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
思
想
史
上
、
　
「
天
理
人
欲
。
岡
騰
而
異
用
。
嗣
行
術
異
情
」
（
「
知
言
」
）

　
　
を
説
く
三
連
の
や
う
に
、
天
理
・
人
欲
を
根
封
土
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
把
握
す
る
か
（
陸
・
王
難
派
は
こ
れ
に
近
い
）
、
再
に
進
ん
で
、
人
欲

　
　
に
擁
し
て
天
理
が
存
在
す
る
と
解
す
る
一
派
（
例
へ
ば
、
二
夫
之
の
「
周
易
外
簿
」
、
「
張
子
圧
油
注
」
、
李
燃
の
「
傳
注
問
」
、
真
薦
の
「
叢
子
字
義

　
　
疏
謹
」
、
露
出
岡
の
「
仁
學
」
等
に
か
、
る
説
が
思
え
る
）
が
あ
る
の
は
、
倫
理
が
つ
ね
に
「
世
俗
的
倫
理
」
（
8
器
ワ
毒
飢
虫
。
げ
⑦
ω
一
儲
搾
算
①
δ

　
　
と
し
て
説
か
れ
、
世
俗
的
・
曝
常
的
な
「
入
情
に
も
と
つ
く
こ
と
」
を
重
親
し
た
「
儒
数
倫
理
」
一
般
の
傾
向
よ
り
す
れ
ば
、
む
し
ろ
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
統
派
的
な
兇
解
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
穿
下
、
朱
子
學
的
な
倫
理
説
も
、
實
践
倫
理
と
し
て
は
、
官
僚
道
徳
に
相
撃
し
い
現
實
主
義

　
　
的
な
毒
悪
が
加
へ
ら
れ
た
。
官
吏
と
な
っ
て
清
廉
で
あ
り
、
出
庭
進
退
を
誤
る
こ
と
な
く
所
儒
を
饗
行
ず
る
た
め
に
は
、
生
計
の
安
定
が

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
北
宋
の
宰
相
杜
術
が
、
　
「
そ
の
生
事
足
ら
ざ
れ
ば
、
進
退
の
早
き
を
致
し
、
そ
の
志

　
　
を
行
ふ
を
得
ず
」
と
云
ひ
、
下
馬
光
が
宰
相
と
な
っ
て
、
常
に
士
大
夫
に
そ
の
私
計
足
る
や
否
や
を
随
ふ
た
と
い
ふ
の
も
そ
の
た
め
で
あ

　
　
る
（
張
湊
「
雲
谷
雑
記
」
巻
四
）
。
南
宋
の
寒
雷
の
「
清
波
雑
煮
」
に
、
當
時
の
あ
る
高
窟
の
書
と
し
て
、
「
ひ
と
は
田
地
が
あ
り
恒
産
が
あ

　
　
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
仕
磁
し
て
も
自
若
と
し
て
志
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
仕
介
せ
ぬ
と
き
も
日
常
生
活
に
事
か
＼
ぬ
か
ら
、
氣

職　
　
　
　
　
　
「
讃
轡
入
福
身
分
の
「
教
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

節
を
失
ふ
こ
と
は
な
い
。
田
が
あ
っ
て
始
め
て
福
と
い
へ
よ
う
。
だ
か
ら
『
藩
』
字
は
『
阻
』
に
從
ひ
『
衣
』
に
從
ふ
の
で
あ
る
」
（
も
っ

と
も
、
続
字
は
示
に
從
ひ
、
衣
に
從
ふ
の
で
な
い
。
衣
に
從
ふ
の
は
、
全
く
別
の
字
で
あ
る
）
と
あ
る
し
、
南
宋
の
濃
鼠
豹
も
、
窟
僚
と
な
っ
て
進

退
を
誤
ま
ら
ず
、
清
廉
で
あ
る
た
め
に
は
治
生
の
大
切
な
こ
と
を
読
い
た
（
張
宗
論
絞
訂
「
吹
劔
三
障
」
）
。
こ
の
や
う
な
二
世
劉
は
、
朱
子

學
者
の
教
説
の
中
へ
も
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
元
初
の
朱
子
學
者
表
帯
は
、
官
吏
が
溝
廉
で
あ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
生
濡
の
安
定

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
、
「
治
生
」
を
重
ん
じ
、
し
か
も
、
「
生
計
を
立
て
る
方
法
は
、
農
・
エ
・
商
簾
を
欝
む
こ
と
で
あ
る
。
士
大

夫
は
多
く
農
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
商
質
は
末
利
を
逐
ふ
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
螢
ん
で
も
義
理
を
失
は
ず
、
或
は
姑

く
一
時
を
し
の
ぐ
た
め
に
枕
す
な
ら
ば
、
ま
た
不
可
な
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
教
學
と
官
途
に
就
く
こ
と
と
に
よ
っ
て
生
計
を
送
る
な
ら

ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
古
人
の
遺
意
で
は
あ
る
ま
い
」
（
「
許
文
正
公
遺
書
し
巻
末
、
國
學
事
跡
）
と
説
い
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
明
言
清
初
の
王

夫
之
は
、
士
大
夫
た
る
も
の
が
商
賞
の
業
を
螢
む
こ
と
を
、
夷
独
が
中
國
を
支
配
す
る
こ
と
に
比
擬
し
、
許
衡
の
「
士
大
夫
官
に
居
り
て

商
を
塾
し
、
以
て
廉
を
養
ふ
べ
し
」
と
の
説
は
、
身
分
的
な
秩
序
を
観
す
も
の
と
し
て
、
は
げ
し
く
攻
撃
し
て
い
る
が
（
「
護
通
鑑
論
」
魯

＋
四
、
臨
調
田
哀
帝
條
）
、
「
治
生
」
を
重
ん
じ
、
「
治
生
」
の
手
段
で
あ
る
限
り
で
の
欝
利
行
爲
は
、
欝
利
行
爲
そ
の
も
の
が
身
分
的
に
財
下

さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
道
徳
的
に
是
認
し
よ
う
と
い
ふ
傾
向
を
生
じ
た
の
で
あ
る
（
例
へ
ば
、
劉
宗
周
「
人
譜
類
記
」
下
、
許
衡
條
参
照
）
。
清

朝
の
銭
大
既
は
、
許
衡
の
こ
の
書
葉
を
引
い
て
、
生
業
を
治
め
ず
し
て
非
器
の
讃
を
受
く
る
荒
れ
と
戒
め
（
「
養
新
録
」
轡
十
八
）
、
朱
子
學

者
の
幽
静
も
平
衡
に
封
し
て
賛
群
を
惜
ま
な
か
っ
た
（
「
夏
仲
子
集
」
巷
二
）
。
す
で
に
明
末
の
「
温
氏
母
翻
し
に
は
、
士
農
工
商
は
各
々
一

業
を
執
り
、
生
活
を
立
て
て
い
る
が
、
「
護
書
」
も
そ
れ
に
並
ぶ
ひ
と
つ
の
生
活
で
あ
る
、
と
い
ふ
潟
以
介
の
母
の
訓
へ
が
見
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
臨
書
し
て
官
吏
に
な
る
こ
と
も
生
活
の
手
だ
て
と
な
る
以
上
、
農
工
商
と
異
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
ら
し
い
が
、
　
一
般
に
諦
書
人

の
家
庭
で
「
治
生
」
と
云
ふ
こ
と
が
ひ
と
つ
の
徳
爵
と
し
て
設
か
れ
る
や
う
に
な
り
、
商
工
に
醤
す
る
槻
念
が
著
し
く
攣
化
し
て
き
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
「
家
人
の
生
産
を
事
と
せ
ず
」
と
か
、
「
産
を
治
め
ず
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
む
し
ろ
紫
野
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
き
た
こ

と
を
顧
み
れ
ば
、
思
い
孚
ば
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ
ら
う
。
談
居
仁
が
、
農
工
強
要
は
皆
世
に
膚
盆
な
も
の
で
あ
る
。
商
は
末
な
り
と
は
云



　
　
へ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
有
無
を
遽
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
老
・
繹
（
道
教
と
佛
教
）
と
俗
儒
の
作
る
詩
野
（
慮
酬
の
詩
）
と
時
文
（
受
験
の
た
め

　
　
の
文
章
）
と
は
、
た
穿
無
用
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
心
を
害
す
る
と
設
い
て
い
る
の
は
（
「
罪
業
録
」
巷
五
）
、
明
代
中
期
以
後
、
特
徴

　
　
的
に
現
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
、
功
利
主
義
的
な
治
生
観
を
反
映
し
て
い
る
。

　
　
　
勿
論
、
財
貨
の
獲
得
を
自
己
扇
的
と
す
る
行
装
は
、
す
べ
て
の
時
代
の
道
徳
感
畳
に
封
聾
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
運
は
身
分
的
に
疑
下

　
　
さ
れ
た
。
例
へ
ば
、
明
初
の
綱
に
よ
る
と
、
農
畏
の
家
で
は
紬
紗
絹
鵜
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
商
頁
の
家
や
、
農
民

　
　
の
家
で
も
一
人
で
も
商
要
と
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
紬
紗
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
（
郭
正
写
「
皇
明
典
濃
志
」
巻
＋
八
難

　
　
庶
備
畜
一
丁
之
誠
の
引
胴
に
よ
る
）
。
し
か
し
、
明
の
中
期
以
後
、
生
産
力
の
爆
雷
に
俘
ひ
、
國
内
市
場
は
撰
大
し
、
米
・
璽
・
緻
匹
・
標

　
　
布
・
紙
帳
・
藥
材
等
の
日
用
の
需
要
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
農
産
物
や
雑
貨
が
商
品
と
し
て
流
通
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の

　
　
階
級
分
化
を
促
進
し
、
財
力
の
あ
る
勢
利
階
級
の
証
會
的
地
位
を
相
封
的
に
高
め
る
と
と
も
に
、
財
貨
の
邉
求
を
傳
統
的
倫
理
の
抑
墜
か

　
　
ら
解
放
し
、
倫
理
的
に
是
認
す
る
か
、
す
く
な
く
も
そ
れ
を
ア
・
モ
ー
ラ
ル
な
も
の
と
晃
倣
す
方
向
へ
押
し
や
っ
た
。
士
流
と
商
麗
と
の

　
　
通
婚
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
も
（
明
末
の
小
襟
集
三
言
二
拍
に
は
こ
の
例
が
隠
見
す
る
）
、
市
場
中
心
の
繧
濟
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
薪
興
勢
力

　
　
に
封
ず
る
、
奮
い
身
分
的
囲
障
の
譲
歩
を
表
現
し
て
い
る
。
陽
明
學
は
そ
の
性
質
上
多
く
の
庶
民
誉
者
を
生
み
、
例
へ
ば
、
明
末
清
初
の

　
　
李
顕
の
「
槻
感
録
し
に
は
商
覆
や
工
匠
畠
身
の
學
者
を
顯
曝
し
て
い
る
し
、
萬
暦
朝
に
黒
部
笹
書
に
陞
つ
た
張
潮
は
、
元
締
、
蝋
引
の
企

　
　
業
家
出
身
で
あ
っ
た
。
張
岱
の
「
陶
痛
撃
憶
」
に
は
、
「
賎
工
」
と
考
へ
ら
れ
て
い
た
、
竹
・
漆
・
銅
・
窯
等
の
工
場
主
が
、
翌
々
と
「
列

　
　
座
高
禮
」
の
こ
と
を
傳
へ
、
明
末
清
初
の
黄
宗
戴
が
、
傳
統
的
な
「
抑
末
重
本
砿
（
璽
農
抑
商
）
の
観
念
を
斥
け
、
　
「
工
商
は
皆
本
な
り
」

　
　
（
「
明
夷
蔓
訪
録
」
）
と
云
っ
た
の
は
、
ほ
ゾ
こ
の
時
代
に
始
め
て
現
は
れ
た
書
葉
で
あ
り
、
一
方
に
於
い
て
、
　
「
民
用
に
切
な
ら
ざ
る
」
奢

　
　
修
最
の
燃
費
を
櫓
み
な
が
ら
も
、
い
ま
や
臼
常
生
活
に
敏
く
こ
と
の
で
き
ぬ
商
工
業
者
の
砒
轟
音
機
能
を
強
調
し
た
。
明
の
包
汝
揖
に
よ

　
　
る
と
、
楚
藩
の
一
族
で
市
街
地
に
居
佐
す
る
も
の
は
多
く
商
業
を
螢
み
、
紬
論
蔵
は
み
な
宗
室
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
（
「
南
中
紀
聞
」
）
、

　
　
清
朝
の
旗
籍
の
旗
人
や
官
僚
は
商
業
を
螢
む
こ
と
を
忌
翻
せ
ず
、
こ
と
に
揚
州
の
盤
商
、
贋
州
の
洋
商
の
中
に
は
、
宮
吏
を
象
ね
る
も
の

螂　
　
　
　
　
　
「
讃
書
人
」
身
分
の
「
数
養
」
と
「
倫
理
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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折
ロ
畢
研
究
　
　
鰹
塑
四
蒼
穴
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慧
一
二

も
す
く
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
の
大
富
な
る
も
の
は
、
し
ば
し
ば
心
術
文
藝
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
。
清
初
の
藏
書
家
と
し
て
著
名
な
泰
興

の
挙
振
宜
な
ど
も
、
側
帯
と
し
て
産
を
成
し
た
入
で
、
か
つ
て
嘗
は
御
史
に
ま
で
進
ん
だ
。
康
煕
朝
の
宰
相
明
珠
（
満
洲
正
黄
旗
人
）
は
、

そ
の
僕
の
安
岐
を
し
て
盤
商
を
螢
ま
せ
、
安
岐
も
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
財
を
積
み
、
そ
の
夕
庭
の
収
藏
は
海
内
に
甲
た
り
と
云
は
れ
、
自

ら
は
江
潅
の
文
士
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
朱
蔀
奪
も
安
岐
の
財
的
援
助
け
て
研
究
と
著
述
に
從
寒
し
、
朱
氏
の
名
著
「
経
義
放
」
を
出

版
し
た
馬
霞
璃
も
揚
州
の
癒
商
で
、
弟
の
日
燃
と
と
も
に
詩
名
が
あ
り
、
日
賦
は
忙
々
丙
辰
（
一
七
三
六
）
の
綱
塞
・
に
薦
墾
さ
れ
た
が
欝
退

し
た
と
云
ふ
。
そ
の
小
玲
瀧
山
窟
の
叢
書
縷
は
十
萬
鯨
巻
の
事
書
を
有
し
、
全
禮
望
な
ど
も
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
が
、
重
氏
は
晩
年
不

治
の
病
を
こ
＼
で
療
養
し
、
そ
の
費
用
は
す
べ
て
馬
連
に
よ
っ
て
ま
か
な
は
れ
た
の
で
あ
る
。
揚
州
の
姦
商
が
隆
盛
で
あ
っ
た
の
は
、
明

の
宝
暦
以
後
、
清
の
乾
隆
中
葉
ま
で
で
あ
る
が
、
　
「
揚
州
鑑
紡
録
」
に
よ
れ
ば
、
彼
等
の
生
活
は
豪
奢
を
極
め
、
臨
時
の
曝
者
や
文
人
と

交
は
り
、
馬
氏
の
小
玲
礁
…
山
館
、
程
残
の
篠
園
、
鄭
疑
の
休
園
等
は
詩
文
の
會
を
も
つ
て
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
か
の
「
全
唐
詩
」
・
「
全

謄
文
」
も
棚
商
の
出
資
に
よ
っ
て
始
め
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
書
籍
の
牧
藏
と
刊
刻
に
努
力
し
た
も
の
は
少
く
な
い
。
蟹
州
の
洋
本

伍
下
野
が
謙
榮
を
聰
し
て
、
　
「
事
事
遺
書
」
・
「
磨
雅
堂
叢
書
」
・
「
屡
十
三
家
慈
」
等
を
出
版
し
た
こ
と
と
と
も
に
、
學
術
に
封
ず
る
ひ
と

つ
の
貢
嶽
で
あ
っ
た
。
清
末
に
及
ん
で
國
庫
の
必
要
か
ら
指
納
（
政
府
に
金
を
納
め
、
宮
晶
を
も
ら
ふ
こ
と
）
が
盛
ん
に
行
は
れ
、
い
は
ゆ
る

コ
ン
ブ
ラ
ド
　
ル
　
シ
う
じ
フ

㎜
娯
　
辮
や
式
拉
夫
に
も
、
み
な
二
晶
衙
道
員
を
與
へ
る
の
が
通
例
と
な
っ
た
。

　
け
れ
ど
も
、
大
質
露
呈
が
官
職
や
虚
街
（
名
困
だ
け
の
官
位
）
を
得
ん
と
し
、
士
大
夫
文
化
の
庇
護
者
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
自
ら
費
本

主
義
的
企
業
家
に
轄
生
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
彼
等
が
云
は
穿
薩
家
に
寄
生
し
て
い
た
こ
と
の
蹄
結
で
あ
る
。
暴
騰
と
し
て
家
産
王
朝
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

重
商
主
義
は
、
特
椹
を
與
へ
ら
れ
て
い
る
商
人
の
薩
會
的
地
位
を
高
め
は
す
る
が
、
私
経
濟
的
な
資
本
形
成
の
温
床
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

奪
ひ
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
康
煕
乾
隆
二
帝
の
島
巡
の
．
維
費
は
、
殆
ど
揚
州
の
竈
商
に
よ
っ
て
ま
か
な
ば
れ
た
が
、
一
般
に
牙

商
・
雄
馬
・
洋
実
現
の
負
溢
す
る
國
税
や
上
納
金
は
、
王
朝
の
國
庫
牧
入
に
と
っ
て
飲
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
性
を
も
つ
て
い
た
か

ら
、
王
朝
は
一
方
に
於
い
て
こ
れ
を
優
遇
し
（
例
へ
ば
、
杭
世
駿
「
道
車
宿
文
集
」
所
載
の
「
細
心
墓
誌
銘
」
！
馬
臓
卜
の
墓
誌
銘
を
免
よ
）
、
そ
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の
有
す
る
特
権
の
故
に
互
利
を
博
す
る
こ
と
を
放
任
す
る
と
と
も
に
、
他
方
假
借
な
き
諌
求
を
加
へ
、
し
ば
し
ば
臨
時
の
貢
納
を
強
制
し

た
り
、
税
課
の
歓
債
を
嘉
賞
し
て
養
財
を
抄
没
す
る
と
い
ふ
氣
ま
ぐ
れ
な
手
段
に
出
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
藤
本
主
義
が
無
爵
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
レ
ヘ
ソ
バ
ほ
ル
カ
イ
ト

た
め
の
前
提
と
し
て
の
、
國
家
秩
序
の
機
能
の
豫
測
可
能
性
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ロ
　
ヘ
　
　
へ

　
た
し
か
に
そ
の
限
り
に
於
い
て
、
王
朝
の
霊
商
主
義
は
家
産
窟
僚
の
身
分
倫
理
を
、
市
民
的
な
方
向
へ
と
押
し
や
っ
た
。
學
説
史
的
に

見
れ
ば
、
朱
子
學
に
固
有
な
「
心
情
倫
理
」
は
、
近
世
思
想
史
の
主
流
を
占
め
て
い
た
に
せ
よ
、
ひ
と
た
び
護
書
人
が
官
僚
と
な
っ
て
行

政
の
責
任
を
分
捻
し
た
と
き
、
た
穿
「
心
情
」
に
沿
っ
て
行
動
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
行
動
の
可
能
な
「
結
果
」
を
、
そ
の
場
そ
の

場
で
豫
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
考
慮
す
る
と
い
ふ
意
味
で
、
つ
ね
に
現
饗
的
な
「
事
功
」
を
考
へ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
例
へ
ば
、
黄
宗
裁
の
い
ふ
「
古
今
、
事
功
な
き
の
仁
義
な
く
、
ま
た
仁
義
に
本
つ
か
ざ
る
の
事
功
な
し
。
四
面
の
業
、
各
々
そ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

に
つ
と
め
、
公
に
出
つ
る
も
の
を
義
と
い
ひ
、
私
に
戯
つ
る
も
の
を
利
と
い
ふ
。
…
…
士
を
易
へ
て
商
と
な
ら
ば
、
業
、
そ
の
名
を
異
に

す
と
い
へ
ど
も
、
道
は
す
な
は
ち
一
な
り
」
（
「
南
雷
文
定
」
四
集
餐
三
、
椀
齎
墓
誌
銘
）
と
い
ふ
書
葉
は
、
窟
僚
倫
理
の
表
現
と
解
し
て
の
み
、

は
じ
め
て
そ
の
翼
意
を
正
し
く
把
捉
し
得
る
で
あ
ら
う
。
も
し
官
僚
と
な
っ
て
、
「
仁
義
」
の
み
あ
っ
て
「
事
功
」
を
忘
れ
、
「
心
情
」
そ

の
も
の
を
、
彼
の
行
動
の
盲
霞
的
に
働
く
決
定
的
な
原
動
力
と
す
る
な
ら
ば
、
か
の
亡
國
流
離
の
秋
に
あ
た
っ
て
、
な
ほ
舟
中
に
「
大
金

章
句
」
を
講
じ
て
い
た
南
宋
末
の
左
丞
網
陸
秀
夫
や
、
大
司
馬
堂
に
坐
し
て
「
左
証
」
を
批
黙
し
て
い
た
心
霊
の
孫
鑛
、
さ
て
は
、
　
「
根

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

本
の
圓
は
、
人
心
に
在
り
て
技
藝
に
あ
ら
ず
」
と
考
へ
、
西
歓
科
學
の
移
入
に
反
封
し
妻
事
館
を
誕
つ
た
清
末
の
朱
子
亡
者
倭
仁
や
、
宋

學
に
圏
有
な
排
外
主
義
を
園
心
し
、
義
十
拳
を
指
嚇
し
て
自
ら
王
朝
の
滅
亡
を
早
め
た
徐
桐
、
i
こ
れ
等
の
事
例
に
見
出
さ
れ
る
や
う

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

に
、
そ
の
心
情
の
善
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
王
朝
の
興
亡
に
謝
し
て
は
無
嫁
迎
な
臣
僚
で
あ
る
と
い
ふ
、
悲
劇
的
な
結
果
を
招
い
た
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
1
）
　
拙
稿
「
砒
會
道
徳
i
規
範
意
識
の
類
型
」
「
東
洋
の
文
化
と
鮭
會
」
第
五
輯
所
説
、
　
一
九
五
六
、
京
都
大
學
支
那
誓
學
史
研
究
室
編
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
山
類
大
學
文
理
學
部
〔
中
闘
哲
學
〕
助
数
授
）

「
譲
書
人
」
身
分
の
「
教
養
し
と
「
倫
理
し

三
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The　oμ躍πθOf　such伽articleαs勿ρθ硲fπ〃zore伽πo，紹認〃めθグげ海s

粥9tZxine　isわうθ9漉πtOge伽グ”励伽！ast　insta廟entげ伽σ痂‘le，

The　Educatien　and　Ethics　of　the　Chinese　Literati

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bL7　Yul｛ihiko　Yuasa

　　During　nine　hundred　years，　betvLTeen　the　end　of　the　tenth　century　when

the　Sung　Dynasty　reunified　China　aft’er　sixty　yeac　rs’　split　and　the　end　of　the

nineteenth　century　when　the　old　order　was　beginning　to　collapse，　there　existed

the　typical　patrimoniai　bureaucratic　state，　which　outlasted　many　dynasties，

having，　under　the　patrimonial　monarch，　a　group　of　ruling　bureaucrats

mal〈ing　up　a　social　status　without　any　prestige　based　upon　descent．

　　In　this　paper　we　define　the　Literati　as　follows　：　they　are　bureaucrats　or

candidates　from　among　those　who　had　received　an　education　which　fitted

them　for　a　position　in　such　a　political　structure．　They　were　se｝ected　by　the

examination　system　open　to　anyone，　except　certain　social　outcasts．　This

system　prevented　disunion　between　the　noble　sibs　and　the　common　people　but，

at　the　same　time，　produced　a　sharp　cleavage　between　the　educated　and　the

uneducated．　This　education　for　bureaucrats　consisted　in　the　study　of　the

Classics　of　Confucianism　and　Chinese　History　side　by　side　with　a　literary

training　in　writing　prose　and　poetry　as　the　necessary　accomplishment　of　cultured

rr｝en．　These　individuals　．were　proud　that　their　status　depended　on　this

combination　of　training　as　a　scholar　of　the　Classics　and　as　a　poet．　Even　if

a　person　excelled　in　literature　or　was　an　able　bureaucrat，　he　was　discounted

among　the　literati　if　he　lacked　a　knowledge　of　Confucian　Classics　and　Chinese

History．

　　But，　along　with　the　establishment　of　the　examination　system，　it　developed

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l



　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ
that　to　get　an　official　post　the　grace　of　the　Emperor　was　Iookedゆon．as

indispensable。　As　a　result　of　this，　a　new　idea　of　abso玉鷺te　loyalty　to　the

emperor　was　cultivated　among　buζeaucrats，　which　could　not　l）e　found　i簸

the　original　teachings　of　classical　Confucianism．

　　茎nits　enti戯y　this　ar毛icle　compares　the　age　of　patrimonial　bureaucracy　with

the　period　prec6ding　it　when　ru玉ers　had　to　be　of　noble　birth，　explaining　the

development　of出e　eth圭cal　ideas　which　characterize之he　age　of　bureaucracy，

and　also　analyzi鷺g　the　orientation　towards　life　and　the　economic圭deas　of　neo－

Confuc呈anism。

’F

euiidamental　Characteristics　of　lndian　Logic

bs　Yulchi　Kajiyama

　　By　lndian　logic・here　is　meant　the　｝ogic　of　the　old　Nat　iyayil〈a　school，　which

is　represented　by　scholars　like　Gautama，　Vatsyayana　and　Uddyotakara．　The

Nytiya　is　in　its　fundamental　chayacteristics　teleological　and　psychological，　as

the　corollary　of　which　it　is　a　means　of　demonstration　rather　than　formal

logic．　The　present　writer　tries　to　show　that　the　Nyaya　is　not　a　study　of

rules　of　human　thinking，　but　a　kind　of　applied　logic，　its　application　being　to

the　traditlonal　lndian　metaphysics　of　soul．

　　The　Nyaya　is　defined　as　an　inference　based　on　testimony　of　the　sage　and

perception．　The　words　of一　reliable　persons　is　enumerated　as　a　means　of　valid

1〈nowledge　because　of　its　persuacling　function，　while　its　logical　value　after　al］

consists　in　perception　o±一　the　re｝iable　persons．　Therefore　lndian　inference　is，

unlike　western　logic，　established　not　on　autonomy　of　human　thinking，　but

on　the　authority　of　perception．　According　so　the　Naiyayika　validity　of　human

knowledge　is　determined　not　by　knowledge　itself，　but　by　the　successful　action

that　follows　the　1〈nowledge，　that　is，　identity　between　know｝edge　and　external

world．　This　dependency　of　knowledge　on　experience　gave　so　many

restrictions　to　inference　that　the　inference　could　hardly　treat　the　problems

beyond　perception，　and　lndian　logic　in　its　early　stages　was　to　deny　va｝idity

bf　propositi’盾獅刀@regarding　the　purely　abstract　problems．
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